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平
安
時
代
中
期
の
国
家
意
思
決
定
と
権
力
構
造

は
じ
め
に

平
安
時
代
中
期
は
、

一
般
的
に
は
摂
関
政
治
全
盛
期
と
し
て
、
摂
政
や
関
白
が

国
家
に
お
い
て
大
き
な
権
力
を
握
っ
て
い
た
時
代
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
時
代
の
研
究
と
し
て
は
、
以
前
は

「政
所
政
治
論
」
と
い
う
説
が
大
き
な
影
響

力
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
説
は
、
平
安
時
代
中
期
の
政
治
の
中
枢
は
、
摂
関
の
政

所
に
あ
り
、
そ
こ
を
中
心
と
し
て
、
摂
関
、
お
よ
び
そ
の
家
司
や
関
係
者
が
大
き

な
力
を
有
し
て
い
た
と
い
う
説
で
あ
る
。

し
か
し
六
十
年
代
以
降
、
多
く
の
研
究
者
か
ら
こ
の
説
へ
の
批
判
が
生
ま
れ
て

き
た
。
土
田
直
鎮
氏
は
、
当
時
の
政
治
の
中
心
は
政
所
で
は
な
く
や
は
り
朝
廷
に

あ
り
、
太
政
官
が
そ
の
中
心
と
し
て
政
務
を
執
っ
て
い
た
と
し
た
。
ま
た
、
橋
本

義
彦
氏
は
、
院
政
期
ま
で
を
見
通
し
た
研
究
か
ら
、
同
様
に
「
政
所
政
治
論
」
を

否
定
し
た
。
そ
の
上
で
、
摂
関
の
権
力
を
、

「
一
の
人
」
と
し
て
全
廷
臣
の
首
に

立
つ
こ
と
や
天
皇
と
の
外
戚
関
係
な
ど
、
政
所
で
の
執
務
と
は
別
の
側
面
か
ら
規

定
し
た
。

坂

本

祐

里

ま
た
近
年
で
は
、
こ
の
よ
う
な

「政
所
政
治
否
定
論
」
を
さ
ら
に
否
定
し
、
新

た
な
見
解
を
打
ち
出
す
研
究
も
現
れ
て
い
る
。
士
ロ
川
真
司
氏
は
、
律
令
制
の
延
長

線
上
に
良
房
・
基
経
の
前
期
摂
関
政
治
を
と
ら
え
、
こ
れ
に
対
し
、
道
長
・
頼
通

の
後
期
摂
関
政
治
を
「
初
期
権
門
政
治
」
と
し
て
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
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説
に
よ
る
と
、
土
田
・
橋
本
両
氏
が
当
時
の
政
治
の
中
心
を
太
政
官
に
置
い
た
の

に
対
し
て
、
諸
権
門
・
諸
司
の
利
害
調
整
の
た
め
の
「
公
私
混
合
」
的
な
政
治
で

あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
平
安
中
期
の
国
家
権
力
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
説

が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
当
時
の
国
家
権
力
は
ど
の
よ
う
な
人
々
が
ど
の

よ
う
に
行
使
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
れ
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
問
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
特
に

国
家
の
意
思
決
定
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
国
家
に

お
い
て
重
大
な
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
問
題
解
決
の
方
法
を
決
め
る
の
は
国

家
の
意
思
決
定
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
問
題
解
決
に
関
わ
る
人
事
を
決
定
す
る
も
、

国
家
意
思
の
決
定
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
家
の
意
思
決
定
は
、
国
家
に
お
け



る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
国
家
の
意
思

決
定
に
対
す
る
人
々
の
関
わ
り
方
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
国
家
権
力
の
あ
り
方
を

解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
国
家
意
思
の
決
定
と
い
う
観
点
か
ら
国
家
権
力
の
所

在
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
倉
本

一
宏
氏
は
、

一
条
天
皇
期
の

公
卿
議
定
の
研
究
か
ら
「
天
皇
と
、
天
皇
へ
の
親
権
行
使
者
と
し
て
の
父
院
（
も
し

く
は
国
母
）
と
、
キ
サ
キ
や
国
母
を
介
し
た
外
戚
と
し
て
天
皇
と
ミ
ウ
チ
関
係
に
あ

る
摂
関

（な
い
し
そ
れ
に
准
じ
る
官
人
）
と
を
構
成
員
と
す
る
、

「
権
力
の
環
」
の
中

の
さ
ら
に
中
核
的
な
部
分
」
が
、
平
安
時
代
中
期
の
政
治
を
領
導
し
て
い
た
と
述

べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
意
見
に
対
し
て
は
曽
我
良
成
氏
か
ら
、

一
条
朝
以
外

に
は
適
応
で
き
る
の
か
、

「
政
治
」
と
は
権
力
者
の
力
関
係
程
度
の
こ
と
な
の
か
、

権
力
者
の
個
性
に
よ
り
「
摂
関
政
治
」
を
と
ら
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
、
な

ど
と
い
っ
た
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
大
津
透
氏
は
、
同
じ
く
「
陣
定
」
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
こ
で
取
り
扱
わ

れ
る
案
件
の
重
要
さ
、
天
皇
が
「
陣
定
」
の
結
論
を
重
視
し
て
い
る
事
例
な
ど
を

取
り
上
げ
、

「
陣
定
」
の
意
義
を
大
き
く
評
価
し
て
い
る
。
氏
の
説
は
先
に
述
べ

た
土
田
・
橋
本
両
氏
の
説
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
り
、
平
安
時
代
中
期
に
お
い

て
も
や
は
り
貴
族
政
様
で
あ
り
、
諸
卿
が
「
陣
定
」
な
ど
へ
の
参
加
、
話
し
合
い

を
通
じ
て
国
政
を
担
っ
て
い
た
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
吉
川
真
南
は
、

「
隊
定
」

の
国
政
に
お
け
る
意
義
に
否
定
的
見
解
を
示
し
た
。
そ
の
上
で
、
平
安
時
代
中
期

握 に
しは
で律
い令
fこ大
と政
し官
自暮
ら は
の形
ー「 句切

諸手
権、t

回天
笠皇
巴ヒ

摂
論
ι 関

義主

3童
三事
るI ~

定
権
を
省主

以
上
の
よ
う
に
、
国
家
意
思
決
定
と
い
う
観
点
か
ら
当
時
の
権
力
構
造
に
つ
い

て
研
究
し
た
論
は
い
く
つ
か
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で、

現
在

の
研
究
に
対
す
る
疑
問
を
二
点
述
べ
て
い
き
た
い
。
ま
ず
一
つ
目
の
点
と
し
て
、

国
家
意
思
決
定
の
研
究
に
関
し
て
は
、
平
安
時
代
後
期
、

つ
ま
り
院
政
期
の
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
中
期
を
中
心
と
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
は
か
な
り
少
な
い

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
期
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
論
文
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
も
多
く
は
院
政
期
の
検
討
が
中
心
で
あ
り
、
中
期

は
院
政
期
の
前
提
、
も
し
く
は
比
較
対
象
程
度
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
状
況
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
摂
関
時
代
の
問
題
と
し
て
独
自
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

ま
た
二
つ
目
の
点
と
し
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
具
体
的
な
国
家
意
思

決
定
の
事
例
か
ら
権
力
構
造
を
分
析
す
る
と
い

っ
た
進
ん
だ
研
究
は
見
ら
れ
る
も

の
の
、
国
家
意
思
決
定
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
基
本
的
な
共
通

認
識
が
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「陣
定
」
な
ど

個
々
の
「
定
」
に
関
す
る
研
究
は
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
個
別
の

研
究
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
国
家
意
思
決
定
全
体
の
構
造
を
解
明
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。

た
と
え
ば
先
ほ
ど
紹
介
し
た
倉
本
氏
の
論
文
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
氏
の
論
で

は
、
公
卿
が
行
う
「
定
」
を
す
べ
て

「公
卿
議
定
」
と

一
括
し
て
論
じ
て
お
り
、

鵡
題
や
参
加
者
、
場
の
違
い
な
ど
は

一
切
考
慮
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
「
本
来

は

「陣
定
」
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
事
項
を
摂
関
や
天
皇
な
ど

の
権
力
中
枢
構
成
員
が
単
独
で
決
定
し
た
例
」
な
ど
と
い
っ
て
も
、
何
が
本
来
「
陣
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定
」
で
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
識
題
な
の
か
、
ま
た
、
単
独
で
決
定
す
る
と
い
う
の

は
本
当
に
例
外
的
な
こ
と
な
の
か
、
と
い

っ
た
疑
問
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

「
陣
定
」
が
国
家
意
思
決
定
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
か
、
と
い
う
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
他
の
論
者
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
平
安
時
代
中
期
の
国
家
意
思
決
定
の
仕
組
み
の
全
体
を
見

て
い
く
こ
と
で
、
当
時
の
天
皇
や
摂
政
・
関
白
・
公
卿
・
院
な
ど
と
い
っ
た
人
々

が
、
国
家
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て

論
じ
て
い
く
。
そ
の
際
、
具
体
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
国
家
意
思
決
定
の
制
度
的

な
面
と
実
質
的
な
面
の
両
方
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
な
ぜ
こ
の
二
つ
の
面
が
必

要
に
な
る
か
と
い
う
と
、
制
度
が
な
け
れ
ば
ま
と
も
な
国
家
運
営
な
ど
で
き
な
い
。

た
だ
、
実
際
は
制
度
の
中
で
権
力
を
保
障
さ
れ
た
者
だ
け
の
意
見
で
国
家
意
思
決

定
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
実
質
的
に
大
き
な
権
力
を

握
る
よ
う
に
な
っ
た
者
た
ち
が
、
意
思
決
定
を
行
う
に
当
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
影

響
を
与
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
以
下
制
度
的
と
実

質
的
の
両
側
面
か
ら
検
討
し
て
い
く
。

な
お
本
稿
で
は
、

「小
右
記
」

の
三
つ
の
日
記
を

『御
堂
関
白
記
」

「権
記
』

中
心
と
し
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。
こ
の
三
つ
は
そ
れ
ぞ
れ
重
複
す
る
箇
所
も
、

ま
た
補
完
し
合
う
箇
所
も
あ
り
、
相
互
に
比
較
し
な
が
ら
検
討
を
加
え
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
利
点
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
対
象
と
す

る
範
囲
が

『小
右
記
』

の
残
存
期
間
で
あ
る
天
元
五
（
九
八
二）

年
か
ら
長
元
五

（一

O
三
二
）
年
の
五
十
年
間
に
な
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
わ
っ
て
お
く
。

平
安
時
代
中
期
の
意
志
決
定

本
章
で
は
、
平
安
時
代
中
期
の
意
思
決
定
の
仕
組
み
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
議
題
が
取
り
扱
わ
れ
、
ま
た
ど

の
よ
う
な
人
々
が
参
加
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
の
諸
点
つ
い
て
考
え
る
。

ま
ず
、

「定
」
を

A
議
定
・
：
基
本
的
に
公
卿
全
員
が
招
集
さ
れ
、
参
加
す
る
議
定

B
議定・・
・指
名
さ
れ
た
特
定
の
公
卿
や
摂
関
が
基
本
的
に
は
単
独
で
行
う
議
定

と
い
う
よ
う
に
、

二
つ
の
形
態
に
分
け
て
論
じ
て
い
く
。

「
定
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
議
論
し
て
い
く
か
は
、
論
者
に
よ
っ
て
ま

っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
倉
本

一
宏
氏
は
、

議
定
」
と
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
。
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「
定
」
を
す
べ
て
「
公
卿

一
方
大
津
透
氏
は
、

「定
」
と
い
う
名
が

つ
い
て
い
て
も
「
陣
定
」

（こ
こ
で
は
公
卿
議
定
と
同
様
の
窓
味
で
述
べ
て
い
る
も
の
と

解
す
る
）
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
季
御
読
経
の
僧
を
定
め
る

場
合
な
ど
の
人
事
案
件
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な
単
独

「陣
定
」
と
は
別
に
し
て
議
論
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
勾
。

決
定
の
事
例
は
、

こ
れ
に
対
し
て
安
原
功
氏
は
、
単
独
で
定
め
る
「
定
」
と
は
、

「
陣
定
」
の
中
で

も
最
低
執
行
人
数
で
行
わ
れ
て
い
る
場
合
の
こ
と
を
指
す
と
し
、

全
員
参
加
の
も

の
と
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
佐
々
木
宗
雄
氏
は
、

こ
れ
ら
と
は

ま
っ
た
く
別
の
分
類
と
し
て
、
人
事

・
受
領
統
制

・
そ
の
他
と
い
う
よ
う
に
、
議

題
の
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
て
い
れ
r

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
で
、
ど
う
し
て
先
の
よ
う
な
分
類
方
法



を
採
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
ま
ず

一
つ
と
し
て
、
公
卿
全
員

に
よ
る
「
定
」
と
単
独
の
者
に
よ
る
「
定
」
で
は
識
論
の
進
め
方
ゃ
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
た
ち
が
「
定
」
に
お
け
る
議
論
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
そ
の
方
法
が
ま
っ

た
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
議
題
に
よ

る
分
類
は
振
り
分
け
が
難
し
く
、
ま
た
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
議
題
に
よ
っ
て

は
そ
の
時
々
で
定
め
る
人
や
方
法
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

方

後
に
論
じ
て
い
く
よ
う
に
、
定
め
る
人
に
よ
り
分
類
す
る
場
合
は
、
定
め
る
人
に

対
し
て
議
題
が
あ
る
程
度
限
定
さ
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
意
思
決
定
機
構
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、

「
定
」
に
参
加
す
る
者
の
違
い
に
よ

っ
て
分
類
す
る
こ
と
で
、
最
も
表
が
整
理
さ
れ
、
後
の
議
論
に
つ
な
が
っ
て
い
き

や
す
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
以
下
、
こ
の
A
議
定
と
B
議
定
と
い

う
分
類
に
し
た
が
っ
て
議
論
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
以
下
で
は
、
議
題
を
提
出
す
る
権
利
を
「
議
題
提
出
権
」
、
そ
れ
ぞ
れ

平安時代中期の国家意思決定と権力構造〔坂本〕

の
議
題
を
A
、
B
ど
ち
ら
の
議
定
に
か
け
る
か
を
決
定
す
る
権
利
を
「
議
題
提
出

先
決
定
権
」
と
し
て
区
別
し
て
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（1
）

A
議
定
と
B
識
定
の
識
題
に
よ
る
遣
い

本
節
で
は
、

A
議
定
と
B
議
定
で
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
議
題
が
取
り
扱

わ
れ
る
の
か
と
い

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

日
記
に
よ
る
検
討

ま
ず
は
「
定
」
に
関
す
る
記
事
を
ま
と
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
定
で
取
り
扱
わ
れ

る
議
題
の
違
い
に
つ
い
て
見
て
み
た
。

表
ー
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
、
日
記
の
中
で

「定」

が
行
わ
れ
て
い

る
識
題
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ

て
A
議
定
と
B
議
定
に
分
類
し

（ど
ち
ら
か
判
別
し
が
た
い
場
合
は
不
明
と
し
た
）
、
さ

ら
に
説
明
の
便
宜
上
、
こ
れ
ら
を
皇
族

・
行
事

・
外
交

・
戦
争

・
地
方
・
賞
罰
・

人
事

（恒常）

・
人
事

（臨時）

そ
の
他
の
9
つ
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
た
も
の
で

あ
る
。
皇
族
は
、
国
家
運
営
や
皇
族
の
動
き
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
事

（恒

常
）
は
一
度
任
命
さ
れ
た
ら
あ
る

一
定
期
間
、
そ
の
役
職
に
あ
り
続
け
る
場
合
、
人

事

（臨
時
）
は
特
定
の
仕
事
の
た
め
に

一
時
的
に
任
命
す
る
場
合
を
い
う
こ
と
と
す

る
。
あ
る
項
目
に
つ
い
て
、

A
議
定
・

B
議
定
の

一
方
し
か
な
い
場
合
と
、
両
方

が
あ
る
場
合
で
、
便
宜
上
ど
ち
ら
か
が
五
例
以
上
多
い
場
合
、
多
い
方
に
＊
印
を

付
け
て
示
し
た
。

表
ー
に
よ
る
と
、
外
交
・
地
方
・
賞
罰
に
関
す
る
も
の
は
A
議
定
で
、
人
事

（臨

時
）
は
B
議
定
で
そ
れ
ぞ
れ
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
人
事

（恒

常
）
は
、
除
目
・
叙
位
・
受
領
功
過
に
つ
い
て
の
議
題
は
A
議
定
で
扱
わ
れ
る
の
に

対
し
、
昇
段
・
蔵
人
・
検
非
違
使
な
ど
は
B
議
定
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
つ
ま
り
、

A
議
定
・
：
外
交

・
地
方
・
賞
罰

・
人
事

（恒
常
）
の
う
ち
除
目
・
叙
位

・
受
領

功
過

B
識
定
：
・
人
事

（恒
常
）
の
う
ち
昇
殿
・
歳
入

・
検
非
違
使
・
人
事

（臨
時
）

と
い
う
よ
う
に
、
ど
の
議
定
で
ど
の
よ
う
な
識
題
が
扱
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、

あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
上
記
の
よ
う
な
議
題
に
対
し
て
、
ど
ち
ら
の
識
定
に
か
け
ら
れ
る
か
が

-89-
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表1「定Jの表

議題 A~聾定 B 設定 不明 総数 議題 A議定 B設定 不明 総数

御譲位、御即位事 1 叙位 24* 2 19 45 

立后 2* 2 小叙｛立 1 2 3 

入内 5* 1 6 女叙｛立 4 1 13 18 

克服 2 2 4 
事人

受領功過 28本 1 6 35 

着裳 2* 2 昇殿 8本 8 16 
皇 お産 2* 2 

恒常
殺人 7* 15 22 

改苅 2 1 3 6 検非違使 3ホ 1 4 
族 事p鋭定 2* 2 大弐事 1 1 1 3 

行幸 3 8* 3 14 諸司別当 2 6 9 

行啓 1 5 6 2音寺別当 7 3 10 

御幸 1 2 3 造宮叙位 3 1 4 

御葬送 1 1 2 季御読経（僧） 40本 3 44 
法事・供養 4 14* 9 13 御前11"1 10* 10 

祭 13* 3 16 閥務 1 22* 3 26 

大嘗会 1 3 4 仁王会（僧） 1 44本 4 49 

m主祭 1 3 2 6 その他読経（僧） 4 49* 7 60 
行 石消水祭 3* 5 8 君事幣使 47* 4 51 

事 五節 6* 8 14 政前駆 22* 2 24 

相模事 1 10* 11 人 即位侍従 1 1 

競馬 2* 3 事
冗日侍従 14* 3 17 

行事有無 10 6 3 19 

臨時

荷前使 21 * 3 24 

唐－宋人定 10* 10 賑給使 1 8* 4 13 

外交 高麗事 5* 5 推｜淘使 3 1 4 

万伊 2* 2 交替使 2 2 2 6 

戦争
海賊事 1 1 山陵使 9本 10 

合戦事 3 1 4 神宝使 1 1 

諸国申請 39* 6 6 51 抜穂使 1 1 

士自 不堪定 18* 2 10 30 宇佐使 1 1 
方 愁訴 10* 1 2 13 諸卿分間日 1 8* 9 

造宮国宛 6 2 2 10 造宮行事 1 1 

罪名 9* 1 10 造大安寺事 1 1 

賞 恩赦 2* 1 3 焼亡 3* 3 

放免 1 1 修理事
罰 賞 1 1 2 そ 位禄定 1 3 6 10 

造宮賞 1 1 
の

各種申請 4 1 2 7 

人事 除目 56* 2 36 94 
f也

神事 1 1 

今常昔
小除目 11 9 25 45 流星事 2* 2 

女官除目 1 1 2 除疫病事 1 1 

言十 299 456 234 989 

そ
の
時
々
で
判
断
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
表
ー
を
も

う

一
度
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
皇
族
・
戦
争
と
分
類

し
た
も
の
の
多
く
は
A
、
B
ど
ち
ら
の
議
定
が
多
い

の
か
判
別
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
議
題
の
提

示
先
が
定
ま
っ
て
い
な
い
も
の
も
、
当
時
に
お
い
て

は
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
議
題

提
出
先
決
定
者
は
誰
で
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
場

合
に
ど
ち
ら
の
議
定
に
か
け
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
次
節
や
次
章
以
降
で
述
べ
て
い
く
。

儀
式
書
に
よ
る
検
討

次
に
、
儀
式
書
の
中
で
は

「定
」
の
議
題
と
定
め

-90一

る
人
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

表
2
・表
3
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
表
2
は
、
平

安
時
代
中
期
の
公
卿
藤
原
公
任
が
記
し
た
有
職
故
実

書
で
あ
る

「北
山
抄
』
の
中
の
「
定
」
に
関
す
る
項
目

の
う
ち
、
A
－

B
ど
ち
ら
の
議
定
に
か
け
ら
れ
る
か

が
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

『北
山
抄
」
で
は
や
は
り

ど
ち
ら
の
議
定
に
か
け
ら
れ
る
か
が
決
ま
っ
て
い
る

も
の
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
表
3
は
、
表

2
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
に
つ
い
て
、
表
1
の
結



北山抄

E量 題 Al豊定 B議定

地方
諸国申的 。
不堪定 。
除目 。

事人
臨時除目 。
女官除目 。

恒常
叙｛立 。
女叙位 。
受領功過 。
御続経ljf. 。

事人
一代仁王会 。
仁王会 。

臨 型軽幣使 。
時 娠給使 。

交替佼 。

表2日記・儀式書比較

II 題 日記（曹を1)儀式書（表2)

1方也
諸国申請 A A 

不堪定 A A 

除目 A A 

事人
臨時除目 ? B 

女官除目 B B 

恒常
叙位 A A 

女叙｛立 ？ B 

受領功過 A A 

御読経$ B B 

事人 一代仁王会 B B 

仁王会 B B 

臨時
奉幣使 B B 
販給使 B B 

交替使 ？ A 

表3

平安時代中期の国家意思決定と権力構造〔坂本〕

（2
）
輯
題
と
提
出
権
・
提
出

先
決
定
権

本
節
で
は
、
前
節
で
述
べ
た
議
定
の
議
題
を
、
ど
の
よ
う
に
権
力
関
係
の
分
析

に
用
い
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

前
節
で
の
検
討
に
よ
り
、

果
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は

（1
）
で
検
討
し
た

日
記
類
に
よ
る
検
討
結
果
と
基

本
的
に

一
致
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

以
上
か
ら
、
儀
式
書
の
上
で

も
、
ど
の
よ
う
な
議
題
が
A

B
ど
ち
ら
の
議
定
に
か
け
ら
れ

る
か
が
、
事
前
に
決
め
ら
れ
て

い
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
の

で
あ
る
。

A
－

B
ど
ち
ら
の
議
定
で
ど
の
よ
う
な
議
題
が
取
り

扱
わ
れ
る
か
は
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ

議
題
提
出
先
決
定
権
と
の
関
係
で
あ
る
。

る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
議
題
の
内
容
と
識
題
提
出
権
・

ま
ず
、

A
議
定
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
形
態
で
あ
る
「
陣
定
」
に
つ

い
て
の
儀

式
書
の
記
述
を
見
て
み
た
い
。

【史
料
1

】

『西
宮
記
」

一
、
陣
定
事

上
卿
奉
勅
仰
外
記
、
廻
告
諸
卿
、
諸
卿
参
会
、
上
卿
伝
勅
旨
、

若
有
文
書
、

以
其
文
見
下
、
諸
卿

一
々
陳
所
懐
之
理
、
自
下
由
・
上
、
旧
例
、

自
上
定
下
、
上

卿
或
令
参
議
書
定
申
旨
、
付
頭
蔵
人
奏
問
、
軽
事
以
詞
奏
、

こ
れ
は

一
O
世
紀
の
儀
式
番
で
あ
る

『西
宮
記
」
に
み
え
る

「隊
定
」
に
闘
す

る
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と

「上
卿
伝
勅
旨
」
と
あ
る
よ
う
に
、

「
陣
定
」

（H
A議
定
と
考
え
る
こ
と
と
す
る
）
の
議
題
を
提
出
す
る
の
は
天
皇
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
議
題
を
提
出
す
る
際
、
ま
ず
天
皇
か
ら
上
卿
に
勅
の
形
で
議
題

を
提
示
し
、
上
卿
の
方
か
ら
諸
卿
に
「
定
」
の
開
催
を
伝
え
さ
せ
る
、

つ
ま
り

〈
天

皇
↓
上
卿
↓
諸
卿
〉
と
い
う
形
を
取
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

B
議
定
の
場
合
で
あ
っ
て
も
天
皇
が
議
題
を
提
示
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
次
の
史
料
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

【史
料
2

】

『権
記
』
長
徳
四

（九
九
八
）
年
三
月
五
日
条

又
依
勅
仰
大
臣
、
可
被
行
臨
時
金
剛
般
若
御
読
経
、
僧
名
可
定
申
、
依
諸
道

勘
申
、
為
擦
究
、
殊
可
被
行
也
、

大
臣
令
右
大
弁
舎
僧
名
、
又
令
陰
陽
寮
勘

日
時
令
奏
、
廿
口
、
勅
日
、
自
十

一
日
可
令
榔
読
、

こ
の
史
料
に
「
依
勅
仰
大
臣
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

B
議
定

で
取
り
扱
わ
れ
る
読
経
の
僧
名
に
つ
い
て
、
天
皇
の
勅
に
よ
り
議
題
の
提
示
を
行

nu 
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っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
か
ら、

A
B両
議
定
と
も
議
題
は
天
皇
が
提
出

し
て
い
る
と
い
え
る
。

一
方
、
議
題
提
出
先
を
A
B
い
ず
れ
か
決
定
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
こ
の
史
料
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。
議
題
提
出
先
決
定
権
に
関
し
て
は
、
前

節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

「
定
」
に
か
け
ら
れ
る
議
題
に
は
、
そ
の
提
出
先
が
決
め

ら
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
こ
の
部
分
に
お
い
て
、
議
題
提
出
先
決
定
権
は
ま
さ

に
形
式
的
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
提
出
先
が
決
め
ら

れ
て
い
る
議
題
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
別
の
議
定
に
か
け
ら
れ
た
事
例
も
わ
ず

か
な
が
ら
見
ら
れ
る
。
表
1
を
見
て
い
た
だ
く
と
、

＊
印
を
付
け
た
議
定
の
中
に

も
対
応
す
る
議
定
の
数
値
が
ゼ
ロ
に
な
ら
な
い
も
の
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
除

目
は
、
原
則
と
し
て
A
識
定
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
表

ー
で
は

B
議
定
で
取
り
扱
わ
れ
た
事
例
が
二
例
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次

の
史
料
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

【史
料
3

】

『小
右
記
』
長
徳
三
（
九
九
七
）
年
七
月
九
日
条

今
日
除
目
、
左
右
大
将
・
民
部
卿
如
元
、
左
大
将
内
大
臣
、
右
大
将
道
線
、
民
部

卿
懐
忠
、
春
宮
大
夫
道
綱
、
大
蔵
卿
左
大
弁
扶
義
、
民
部
少
輸
大
江
清
通
、
辞

伯
警
守
者
也
、
恩
被
抽
任
民
部
少
輔
、
未
得
妖
心
、
伯
誉
回
己
亡
幣
、
何
所
辞
退
也
、

随
申
紡
被
任
京
官
、
天
恩
之
醤
左
府
之
所
奏
行
也
、
伯
警
守
源
政
職
、
迭
朱
雀
院
馬

場
功
、
摂
津
守
藤
原
理
兼
、
去
年
任
尾
張
守
者
也
、
而
称
被
因
不
和
、
申
此
園
、
可

翻
意
、
量
是
聖
務
乎
、
尾
張
守
藤
原
知
光
、
今
年
任
摂
津
守
者
也
、
而
今
被
任
在
此

図
、
近
代
之
除
目
只
在
人
心
、
民
部
少
輔
及
両
国
相
替
事
、
左
府
殊
所
奏
定
、
天

下
貴
賎
弥
以
歎
悲
、
大
臣
召
及
今
度
除
目
乱
世
政
也
、
今
日
難
有
陣
召
不
参

入
こ
れ
は
除
目
の
様
子
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

「左
府
殊
所
奏
定
」、

す
な
わ
ち
公
卿
が
話
し
合
う
べ
き
除
目
を
左
府
が
単
独
で
定
め
て
し
ま
っ
た
と
し

て
、
筆
者
で
あ
る
藤
原
実
資
も
「
天
下
貴
賎
弥
以
歎
悲
」
「
乱
世
政
」
と
、
大
い
に

嘆
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
実
質
的
に
議
題
提
出
先
が
決
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
て
も
、
そ
の
時
々
の
事
情
に
よ

っ
て
異
な
っ
た
議
定
に
か
け
ら
れ
る
こ
と

も
あ
る
の
で
あ
る
。
変
更
の
理
由
に
つ
い
て
は
次
草
で
述
べ
る
が
、
細
か
な
基
準

が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
議
題
提
出
先
を
決
定
す
る
者
の
主
観
に
よ
る
場
合
も
多
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か
っ
た
。
よ
っ
て
次
章
で
は
、
具
体
的
な
議
題
提
出
事
例
を
検
討
し
て
い
く
こ
と

で
、
議
題
提
出
、
お
よ
び
議
題
提
出
先
決
定
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
に
人
々
の
意

思
が
働
き
、
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

（

3
）
小
括

ど
の
よ
う
な
議
題
が
A
－

B
ど
ち
ら
の
議
定
に
か
け
ら
れ
る
か
を
決
定
す
る
に

は、

二
つ
の
基
準
が
あ
る
。

一
つ
目
は
議
題
提
出
先
が
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
の
時
々
で
変
更
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
変
更
可
能
で
あ
る
と
は
言
つ

て
も
、
そ
の
制
約
の
度
合
い
は
比
較
的
強
く
、
原
則
と
違
っ
た
「
定
」
が
行
わ
れ

た
場
合
に
非
難
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
も
う

一
つ
が
、
議
題
提
示
先

の
決
定
に
際
し
、
そ
の
制
約
の
度
合
い
が
低
く
、
ど
ち
ら
の
議
定
に
か
け
ら
れ
る



か
は
そ
の
時
々
で
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ

っ
て
議
題

提
出
先
を
決
定
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
、
次
章
以
降
で
扱
う
。
た
だ
、
ど
ち
ら
に
し
ろ
、
議
題
提
出
権
、
お
よ
び
議
題

提
出
先
決
定
権
を
握
る
者
は
大
き
な
権
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

特
徴
的
な
実
例
の
検
討

本
章
で
は
、
意
思
決
定
に
お
け
る
人
物
関
係
、
権
力
関
係
を
示
す
具
体
例
を
抽

出
・
検
討
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
権
力
の
所
在
・
人
々
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
て

い
き
た
い
。

（

1
）
識
題
の
提
示
に
関
す
る
実
例

ー
，
論
題
提
出
権
者

議
題
提
出
に
関
し
て
は
、
前
節
で
も
述
べ
た
通
り
、

A
B
両
議
定
と
も
、
基
本

平安時代中期の国家意思決定と権力構造〔坂本〕

的
に
は
天
皇
が
そ
の
権
利
を
握
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
表
4

を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は

「小
右
記
』
の
中
で
、
議
題
提
示
が
行
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
事
例
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
よ
る
と
、
公

卿
・
摂
政
・
関
白
な
ど
、
天
皇
以
外
の
人
物
が
議
題
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
議
題
提
出
権
が
天
皇
に
属
す
る
と
い
う
先
の
考
え

と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
検
討

し
て
い
き
た
い
。

①
公
卿

ま
ず
、
左
大
臣
が
「
御
消
息
」

「命」

「云」

「
仰
」
な
ど
と
い

っ
た
形
で
、

（
市
川
｝

「定
を
行
う
よ
う
に
」
と
述
べ
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
で
は
こ
の
よ
う
な

事
例
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
く
べ
き
か
。
こ
れ
ら
を
文
面
通
り
に
読
め
ば
、
左

大
臣
が
議
題
を
提
出
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
私
は
天
皇
と
左

府
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

そ
れ
は
、
議
題
提
示
の
過
程
の
問
題
で
あ
る
。
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

陣

定
」
に
お
い
て
は
、
議
題
を
提
示
す
る
際
に
は

〈
天
皇
↓
上
卿
↓
諸
卿
〉
と
い
う

形
を
取
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
次
の
史
料
を
見
て
い
た
だ
き

，
．
、・
o

f
し

【史
料
4

】

『小
右
記
』
長
和
四

（一

O
一五）

年
間
六
月
五
日
条

頭
中
将
云
、
昨
夕
左
相
府
云
、

今
日
参
内
可
定
申
改
元
事
・
相
撲
有
無
事
・

施
米
事
等
、

史
料
4
は
、
天
皇
の
病
お
よ
び
疫
病
流
行
の
た
め
、
相
撲
節
会
を
中
止
す
る
か

ど
う
か
等
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
四
日
の
こ
と
と
し
て
、
左

大
臣
（
道
長
）
が
「
可
定
申
・：
相
撲
有
無
事
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
史
料
の
み
を

み
れ
ば
、
あ
た
か
も
左
大
臣
が
議
題
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し

こ
の
見
方
を
覆
す
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
が
次
の
史
料
5
で
あ
る
。

【史
料
5】

『御
堂
関
白
記』

長
和
田

（
一
O
一
五
）
年
間
六
月
四
日
条

資
平
朝
臣
来
仰
云
、
世
間
病
悩
甚
盛
、
此
間
有
相
撲
召
合
知
何
、
可
定
申
、
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こ
の
史
料
に
よ
る
と
、

四
日
に
資
平
が
道
長
の
元
に
や
っ
て
き
て

「有
相
撲
召

合
如
何
、

可
定
申
」

、

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
左
大
臣
が
議
題
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

つ
ま
り
、
左
大
臣
以
外
の
公
卿
の
場
合
も
同
様
に
、
議
題
は
提
示

つ
ま
り
相
撲
の
有
無
に
つ
い
て
「
定
」
を
行
う
よ
う
に
と

い
う
天
皇
の
仰
せ
を
伝
え
て
い
る
。
資
平
は
当
時
天
皇
の
蔵
人
で
あ
っ
た
人
物
で

し
て
い
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
天
皇
で
も
摂
関
で
も
な
い

一
般
公

あ
り
、
彼
自
信
が
道
長
に
指
示
を
出
す
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
天
皇
の
意
思
を
伝

卿
が
議
題
提
出
権
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
の
意
思
決
定
と
し
て
は
ま
っ
た
く

え
た
だ
け
で
あ
る
と
み
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
で
両
者
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、

〈天
皇
↓
上
卿
↓
諸
卿
〉
と
い
う
流
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
左
大
臣

秩
序
を
失
い
、
混
乱
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
か
ら
も
、

天
皇
幼
少
期
な
ど

一
部
の
例
外
を
除
き

（以
下
で
詳
し
く
述
べ
る
）
、
天
皇
が
す
べ
て

な
ど
の
議
題
提
示
と
は
、
こ
の

〈
上
卿
↓
諸
卿
〉
の
部
分
の
み
が
日
記
に
史
料
と

し
て
残
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。

②
摂
政

の
議
題
提
出
権
を
有
す
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

議題提示の事例（小右記）

天皇 摂政・関白 年 月 日 議題 提出者

円融 関・頼忠 天π5(982) 正 5 叙位 天皇

9 検非違使 天皇

26 務祭延引 天皇

2 4 検非違使 天皇

7 海賊 天皇

9 国宛 天皐

17 行幸 天皐

27 群盗横行 天皇

一条 摂・兼家 永酢元（989) 正 23 叙位 摂政

6 24 奉幣使 左府

10 2 天台濫行事 左府

（内・道長） 長徳3(997) 6 13 E奇麗事 天皇

10 1 高麗事 天皇

寛弘2(1005) 9 4 （陣定） 左府

寛弘5(1008) 8 28 諸司累代物損失 天皇

二粂 長和3(1014) 正 6 受領功過 天皇

23 受領功過 天長

長和4(1015) 5 5 仁王会 左府

5 11 大極殿事 左府

陸l6 5 改苅・相撲・施米 左府

15 造宮:rt・ 天皇

10 22 術前f史 天皇

12 28 進宮事 天皇

長和5(1016) 正 10 受領功過 左府

摂・頼通 寛仁冗（1017) 8 9 除目 摂政

17 一代一度仁王会 摂政

12 2 行幸の賞 摂政

l刻・車買通 党仁4(1020) 10 2沼 定延ヲl 関白

治安元（1021) 正 6 受領功過 I剥白

2 13 奉幣f史 関白

12 22 公卿分配 関白

万寿4(1027) 8 4 申務事 天皇

11 10 （陣定） 天皇

長JC2(1029) 2 11 奉幣使、仁王会 天皇

9 14 季御読経 関白

長苅3(1030) 4 11 国宛 関白

6 23 追討下文 天皇

8 2泡 入省・笠楽院造作事 天皇

長JC4(1031) 正 5 叙f立 天皇

7 18 仁王会 天皇

長元5(1032) 6 22 御読経僧名 関白

表4

摂
政
の
職
務
は
、

天
皇
の
幼
少
期

に
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
こ
と
に
あ
り
、

議
題
提
出
に
関
し
て
も
摂
政
が
行
つ
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て
い
る
。
ま
た
表
4
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
摂
政
在
任
中
は
天
皇
に
よ

る
議
題
提
出
の
実
例
は
見
ら
れ
ず
、

摂
政
は
天
皇
の
議
題
提
出
権
を
完
全

に
代
行
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
逆

に
言
え
ば
、

天
皇
は
幼
少
で
判
断
力

の
乏
し
い
時
に
は
議
題
提
出
を
行
え

な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
議

題
の
提
示
は
儀
礼
的
な
も
の
で
は
な
く
、

一
定
の
判
断
力

・
決
定
力
が
必
要
と

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。



①
関
白

関
白
が
議
題
提
出
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
実
例
も
、
い
く
つ
か
残
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

三
章
で
別
に
論
じ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で

は
結
論
の
み
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
結
論
と
し
て
は
、
関
白
は
議
題
を
提

出
す
る
権
利
は
有
さ
ず
、
関
白
が
議
題
を
提
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
事
例
も
、

最
初
に
提
出
す
る
の
は
あ
く
ま
で
も
天
皇
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
議
題
を
提
出
し
う
る
の
は
、
実
質
的
に
は
天
皇
と
そ
の
代
行
と

し
て
の
摂
政
と
い
う
こ
者
の
み
な
の
で
あ
る
。
次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
議
題
は
必

ず
天
皇
や
摂
政
か
ら
の

一
方
的
な
提
示
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
定
め
る
人
の
側
か
ら
、
そ
の
時
点
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
定
め
た
い
と
申
し
出
た
り
、
自
発
的
に
議
定
を
聞
い
た
り
す
る
よ
う
な
事
例
は

ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
の
史
料
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

平安時代中期の国家意思決定と権力構造〔坂本〕

【史
料
6

｝

『小
右
記
』
寛
弘
二
（
一
O
O
五）

年
十

一
月
十
六
j
十
七
日
条

（十
六
日
）
左
府
云
、
明
日
可
定
雑
事
、
諸
卿
可
参
入
者
、

（中
略
）
、
入
夜
参
中

宮、

乍
立
婦
、
詣
左
府
宿
所
、
卿
相
多
会
談
雑
事
、
相
府
深
嘆
恐
所
焼
損
事
、

（十
七
日
）
参
内
、
左
大
臣
以
下
参
会
、
右
大
臣
・
民
部
卿

・
大
蔵
卿
・
宰
相

中
将
不
参
、

今
日
大
破
、
式
部
大
輔
依
左
府
着
行
、
此
間
定
申
神
鏡
損
事
、

其
定
趣
者
可
改
鋳
鉄
、
将
如
何
者
、
諾
卿
定
申
旨

一
同
也
、
神
鏡
趣
弁
相
准

事
等
、
先
令
勘
諸
道
、
可
被
定
欲
、
若
可
改
鋳
者
、
以
俗
銅
不
可
混
神
物
、

以
所
焼
遣
神
物
只
可
奉
斎
欲
、
猶
可
被
安
置
、
鏡
鉢
新
以
銅
泰
鋳
、
相
副
奉

安
置
如
何
、
抑
先
令
進
道
々
勘
文
、
後
又
令
祈
申
伊
勢
太
神
宮
、
兼
依
御
占

可
被
鋳
造
欲
、
昨
或
識
者
卿
相
等
於
左
府
宿
庫
、
有
可
加
鋳
之
議
、
余
不
甘

心、

今
日
未
有
事
定
之
前
、

於
殿
上
談
彼
之
、
今
及
定
時
、
変
昨
議
従
愚
案

如
何
、

定
申
詞
左
大
弁
書
是
、
左
府
令
奏
問
、
被
仰
可
令
諸
道
鋤
申
之
由
、

こ
れ
は
内
裏
の
焼
亡
の
際
に
焼
損
し
た
神
鏡
を
改
鋳
す
る
か
否
か
を
決
す
る
議

定
の
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

「
左
府
云
、
明
日
可
定
雑
事
、
諸
卿
可
参

入
者
」
と
あ
っ
て
、
ま
ず
議
定
の
前
日
に
天
皇
か
ら
の
議
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

「詣
左
府
宿
所
、
卿
相
多
会
談
雑
事」

と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
夜
、
実

際
に
議
定
を
行
う
前
に
左
府
の
宿
所
に
多
く
の
公
卿
が
集
ま
り
改
鋳
の
是
非
に
つ

い
て
話
し
合
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
も
、
実
資
が

「余
不
甘
心
」
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
問
題
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
問
題
の

あ
る
状
態
だ
と
し
て
も
、
こ
こ
で
の
議
論
は
私
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
翌
日
の
議

定
を
経
な
け
れ
ば
国
家
の
決
定
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。

こ
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
国
家
に
関
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
に
は
、
議

題
提
出
権
者
に
よ
る
議
題
の
提
出
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
基
本
的
に
は
天
皇

が
い
な
け
れ
ば
国
家
は
運
営
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
、
議
題
提
出
権
と
い
う
の
は
、
国
家
意
思
決
定
に
お
け
る
も
っ
と

も
重
要
な
権
力
の

一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

2
，
識
題
提
出
先
の
決
定

そ
れ
で
は
、
議
題
提
出
権
者
が
提
出
す
る
議
題
の
提
出
先
は
ど
の
よ
う
に
決
定

さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
人
が
決
定
す
る
の
か
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
前
章
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
議
題
の
提
出
先
が
事

F
D
 

n
y
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前
に
決
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
多
い
。
た
だ
そ
の
中
で
も
、
も
と
も
と
A
議
定
で

定
め
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
B
議
定
で
行
わ
せ
る
場
合
や
、
そ
も
そ

も
A
・
B
ど
ち
ら
の
議
定
に
提
出
す
べ
き
か
が
決
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
の
議
題
提
出
先
決
定
者
や
決
定
方
法
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
当

時
の
権
力
構
造
を
考
え
る

一
端
と
し
た
い
。

①
議
題
提
出
先
決
定
者

議
題
提
出
先
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
天
皇

で
あ
る
。
次
の
史
料
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

【史
料
7

】

『小
右
記
』
天
元
五
（
九
八
二）

年
二
月
七
日
条

下
宮
奏
云
、
月
来
海
賊
峻
起
、
縁
海
調
席
、
己
以
難
運
、
愁
苦
無
極
、
往
還
、

其
計
如
絶
、
就
中
間
者
、
賊
徒
打
破
叩
金
、
劫
往
還
入
、
掠
随
身
物
、
似
無

朝
威
、
早
可
被
定
仰
故
、
仰
云
、
左
大
臣
与
諸
卿
相
共
可
定
申
者
、

こ
こ
で
は
、

「
下
官
奏
云
」
と
蔵
人
頭
実
資
が
奏
上
し
た
の
に
対
し
て
、

仰

云
、
左
大
臣
与
諸
卿
相
共
可
定
自
・者
」
と
あ
っ
て
天
皇
が
受
け
、
そ
の
場
で
左
大

臣
と
諸
卿
で
定
め
る
よ
う
に
（
H
A
議
定
）
と
命
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
議

題
提
出
権
を
持
つ
天
皇
が
そ
の
ま
ま
議
題
の
提
示
先
を
決
定
す
る
こ
と
も
で
き
る

と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の

一
方
で
、
天
皇
以
外
の
権
力
者
が
実
質
的
に
識
題
提
出
先
を
決
定

す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
次
の
史
料
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

【史
料
8

】

『小
右
記
』
長
元
四

（一

O
三
ご

年
七
月
二
三
日
条

頭
中
将
隆
国
伝
関
白
御
消
息
云
、
有
月
蝕
変
、
早
被
行
仁
王
会
尤
可
佳
、
廿

五
日
可
定
行
者
、
前
日
所
令
定
也
、
又
去
、
相
撲
楽
不
可
被
行
致
、
月
蝕
皆

既
、
御
慎
不
軽
、
若
楽
有
無
可
令
諸
卿
定
申
致
、
吹
日
相
撲
可
改
欲
、
己
存

式
日
、
必
不
可
延
乎
如
何
、
余
答
云
、
至
召
合
従
事
延
縮
、
不
可
謂
存
式
、

是
臨
時
小
儀
、
勿
有
延
縮
、
延
喜
以
後
無
吹
田
例
、
又
月
蝕
変
難
理
食
皆
既

巳
蝕
尤
可
驚
恐
、
月
内
挙
楽
不
快
事
也
、
不
可
及
諸
卿
議
、

こ
の
史
料
で
は
、
相
撲
節
会
の
楽
の
有
無
を
定
め
る
に
当
た
り
、

「関
白
御
消

息
云
、
・
：
可
令
諸
卿
定
申
款
」
と
あ
る
よ
う
に
、
閑
臼
頼
通
が
笑
資
に
諸
卿
に
定

め
さ
せ
る
べ
き
か
と
尋
ね
た
の
に
対
し
、
実
資
は
「
不
可
及
諸
卿
識
」
と
し
て
B
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議
定
の
形
で
の
決
定
を
促
し
て
い
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
表
5
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
表
は
本
稿
が
対
象
と
し

て
い
る
五
十
年
間
に
お
け
る
相
撲
楽
に
関
す
る
記
事
を
順
に
抜
き
出
し
、
そ
れ
ぞ

れ
A
、
B
ど
ち
ら
の
議
定
に
か
け
ら
れ
る
か
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

表5相機楽の有無定

日 日寺 綴定

長徳3 (997). 7. 28 B 

長保2(1000). 7. 13 B? 

党弘元 (1004).7. 17 A 

寛弘7(1011). 7. 5 B? 

党仁2(1018). 7. 17 A 

寛仁3(1019）.正.14 A 

長Jc;4 (1031). 7. 23 B 

る
と
相
撲
節
会
の
楽
の
有
無
に
関
す
る
事
例
は
七

つ
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
A
議
定
で
定
め
ら
れ
る
場
合

と
B
議
定
で
定
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
相
撲
節
会
の
楽
の
有
無
に
関
し
て
議
題
提
出

先
は
決
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
都
度
決
定
す
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
事
例
に
お
い

て
も
、
実
資
が
諸
卿
の
詮
識
に
及
ぶ
ま
で
も
な
い
と



し
て
A
議
定
の
開
催
を
見
送
る
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
重
要
公
卿
の
聞
で
の
議
題
提
出
先
の
決
定
は
、
こ
の
二
人
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
史
料
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

｛史
料
9
】

「御
堂
関
白
記
』
寛
仁
二
（
一

O
一
八
）
年
九
月
二
十
九
日
条

此
日
有
陣
定
云
々
、
資
業
朝
臣
来
云
、
摂
政
消
息
、

可
遺
陸
奥
推
問
使
、
諸

卿
等
定
申
云
、
民
部
丞
藤
原
口
等
問
者
、
為
輔
大
不
合
者
、
不
能
遠
行
、
口

宜
歎
者
、
返
事
云
、
唯
以
可
然
者
可
遣
、
如
此
事
余
非
可
定
申
、

こ
れ
は
、
推
問
使
と
し
て
遣
わ
す
者
を
決
め
る
「
陣
定
」
の
様
子
を
示
す
史
料

で
あ
る
。
こ
の
中
で
「
摂
政
消
息
、
：
・
宜
歎
者
」
と
あ
る
よ
う
に
、
摂
政
頼
通
が
、

道
長
に
こ
の
問
題
の
結
論
に
つ
い
て
、
意
見
を
仰
い
で
い
る
。
こ
の
史
料
は
、
議

論
の
結
論
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
議
題
提
出
先
決
定
の

平安時代中期の国家意思決定と権力構造〔坂本〕

史
料
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
議
題
提
示
と
い
う
大
き
な
問
題
に
つ
い

て
も
同
様
に
、
摂
政
頼
通
と
道
長
と
の
聞
で
、
話
し
合
い
が
も
た
れ
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
道
長
が
亡
く
な
っ
た
の
は
万
寿
四

二

O
二
七
〉
年
十
一
一
月
の
こ
と
で
あ

る。

一
方
、
関
白
頼
通
と
右
大
臣
実
資
と
が
話
し
合
っ
て
議
題
提
出
先
を
決
定
す

る
記
事
の
初
出
は

「小
右
記
」
長
元
四

（一

O
三
こ

年
二
一月
十
四
日
条
で
あ
り
、

こ
れ
以
後
散
発
す
る
。
つ
ま
り
、
道
長
の
生
前
は
関
白
と
道
長
の
間
で
議
題
提
示

の
話
し
合
い
が
行
わ
れ
、
そ
の
死
後
、
次
席
の
実
資
と
の
話
し
合
い
に
切
り
替
え

ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
議
題
提
出
先
の
決
定
に
は
、
そ

の
時
々
の
権
力
者
が
大
き
く
関
与
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②
議
題
提
出
先
決
定
の
要
素

そ
れ
で
は
、
議
題
提
出
先
を
決
定
す
る
場
合
、
何
を
基
準
と
し
て
決
定
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
参
考
と
な
る
の
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

｛史
料
叩
】

『小
右
記
』
天
元
五

（九
八
二）

年
二
月
九
1
十
日
条

（九
日
）
依
召
参
内
、
豊
楽
院
東
西
楼
・
堂
々

・
大
蔵
省
井
北
大
垣
等
破
壊
傾

倒
、
前
年
仰
諸
国
令
修
造
、
忽
依
造
宮
、
子
今
停
滞
、
同
仰
造
門
行
事
上
卿

可
令
行
其
事
、
若
可
令
分
配
諸
国
扶
如
何
、
太
相
国
可
定
申
者
、

（十
日
）
参
殿
、
申
昨
日
勅
命
旨
、
被
奏
云
、
豊
楽
院
等
修
理
事
、
事
巳
大
事
、

可
令
諸
卿
定
申
者
也
者
、
被
仰
云
、
緩
城
門

・
武
穂
殿
等
同
可
在
此
中
者
、

こ
れ
は
、
豊
楽
院
の
修
理
を
行
う
際
の
諸
国
へ
の
負
担
分
配
を
決
め
る
議
定
の

様
子
を
記
し
た
史
料
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
、
豊
楽
院
の
修
理
に
関
す
る

「定」

を
行
う
に
あ
た
り
、
天
皇
か
ら
太
相
国
に
対
し
て
定
め
る
よ
う
に
と
い
う
命
が
下

っ
た
が
、
太
相
国
は

「事
己
大
事
」
で
あ
る
た
め
「
可
令
諸
卿
定
申
」
、

つ土
A
F
nノ

諸
卿
に
定
め
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
A
議
定
の
開
催
を
要
望
し
て
い
る
。
A

議
定
に
か
け
る
か
否
か
を
決
め
る
際
に
、
議
題
の
重
大
さ
が

一
つ
の
基
準
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
そ
の
議
題
が

「事
巳
大
事
」
で
あ
る
か
を
決
定

す
る
基
準
は
特
に
見
ら
れ
ず
、
そ
の
時
々
の
決
定
者
の
裁
量
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
の
史
料
8
で
も
関
白
だ
け
で
は
判
断
で
き
ず
に
実
資

の
意
見
も
聞
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

「
事
己
大
事
」
と
い
う

一
定
の
基
準
は

司，，Q
U
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あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
基
準
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
は
、
結
局
は
議
題
提
出
先
決

そ ①な のるのたの合 定
のー必一寸 こ 【 A A 場上よ参だ議 、~ 3 者
次可こ 可行廿史 議議合 卿う加き定 2 ’に
に 参で 有成人料 定定に の に を た に 孟 ） 参任
「由は 不・日 11 に ど辞、要い提巳で加さ
依殊右 堪皇有】 つ の退 A 求 。 出 大事 述公れ
可~大 佃太可 『 い さを議しこさ ベ卿て
有不臣 田后定小 て つ拒定てれれ て の い
不事実 定宮申右 は な否にいはるかき指た
堪仰資 南大事 皇 、 人し特る、のどた定と

佃之が 夫道方 次 物た定事 かうよ 考
田」諸 歴 可万 の のりの例歪がかう え
定ミ卿 大 ． 催 者 史 参す公を」決と円 ら
也全弁諸冗料加る卿まの定い れ

、さ体 之左大弁定 卿 二 を が事にと議さう提 モ
歴らに 上 由 見 要例参め題れ基出
大七 尤 、 Q て 請が加た提る準先
弁 一 定 可円頼仰 ー四 い さ 見すも出 。 でが
之人」 預、大 ） た れらるの先たもあ
上 2へ 之 必 外 年 だ るれよでをだつら
尤卿の 故可記十 たき かの るうあ示そてか
可，参 南参頼 一 、 。 にるすの、じ
預』』加 由隆~ It~ 具要 。 際上議め
之会ふを 殊了 一 以下体請こ、で題決
故智要 可、五 見的 し の 特 、 が ま

也特請 刀事仰一主 就 条日 て にた表に表 A つ
」 にし 中 ぃ、りか特 6 て
と要た 権 きど、ら定を B い

請後 之大 たの B もの見どな
要しに 、納 いよ議わ公てちい
請、、 依言 。 う定か卿いら場

特 と雑る う が な 表6「定jへの参入要求

に考事こ表な認ど 年 月日要求した者 要求された者 内容
理えがと 6 違めの
由ら 多 のかいら理 寛弘8(lOll) 8 15 左大臣 実資、公任 案資参入せす

がれ 方らがれ由長和4(1015) 12 13 天皇 左大臣 参入拒否→C
記る、がも あるで寛仁2(1018) 4 5 摂政 実資 参入拒否→×

述 。誰多わる場 上寛仁3(1019) 9 22 入道殿 実資、公任 笑資参入せペ
さま がいかので 合卿万寿苅 (1024) 2 27 関白 笑資 上卿辞退→〈
れた定 。 る との
て 、 め B よ あ そ 辞 ll 24 右大臣（実資）行成、道方、定頼（不堪定のた
い 特る議うろ う退万寿4(1027) 9 8 ? 斎信、行成 （不堪定のた
る にか定につでを 12 19 ? 笑資 上卿辞退→〈
わ辞はで、でな申長元2(1029) 9 7 ? 実資 上卿辞退→〈
け退そ定上 いし
で の れ め 卿 場 出 0・・・参入拒否が認められる場合 ×・・・参入拒否が認められない場合

も申ほらの 合を加 ②事要進の上にた参実う
なしどれ辞 が」を B B 例請め多臓っそ加際に
い出問る退 あ（ と 要 議 識 もしるさのいれしに
。 が題内に るgが請定定多たたか公て以て要理
そ拒と容関 。あきに くのめら卿は外 議定を 請由
の否なはし そ る れ お なでにみ 特長に さが
意さら、て れ 。 た い つは優て妻 、 れあ
味れな臨は で こ 公 て てな秀、資 行た つ
でたい時、 は の 卿 は いいな議やら会五つ公て
、 事 か 的 実 両際が、 るか公論公れ宮た卿参

上例らな際 者 、 、上 。 と卿を任な 要請す 例あも が加
卿をで人は にそ 所 卿 考へス ） い3 全を

の見は事認 はの労と えのムへも 員議定 要求し
辞るななめ ど申やし ら 参加を l ののるる
退といどら の し 物 て れ ズ要の理
を、かのれ よ 出 思 参 る に請、由まに

-98-

ず一

O

ず
一0
一則
一
則
一O

一O

の
理
由
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
例
の
よ



受
け
入
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
閲
し
て
は
、
や
は
り
識
題
提
出
先
決
定
者
の
意

向
が
大
き
く
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
議
題
の
提
示
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
議
題
提
出
権
を
持
つ

天
皇
以
外
に
、
議
題
提
出
先
決
定
権
者
、
具
体
的
に
は
摂
関
や
上
級
公
卿
の
役
割

が
大
き
く
な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
議
題
提
出
先
を
決
定
す
る
権
利
を
握
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
政
の
方
向
性
を
決
め
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
い
く
ら
議
題
提
示
先
を
決
定
し
て
も
、
実
際
に
議
題
が
提
示
さ
れ

な
け
れ
ば
、
国
政
は
運
営
さ
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
識
題
提
出
権
を
有
す
る
天

皇
の
役
割
も
や
は
り
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

（

2
）
繊
輸
の
内
容
と
最
終
決
定
に
関
す
る
実
例

そ
れ
で
は
次
に
実
際
の
議
定
の
過
程
や
決
定
方
法
の
実
例
を
見
て
い
く
こ
と
か

ら
、
当
時
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。
そ
の
際
、

A
議
定
と

B
議
定
の

平安時代中期の国家意思決定と権力構造〔坂本〕

追
い
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

ー，

A
議
定

大
津
氏
や
倉
本
氏
な
ど
、

「陣
定
」
の
研
究
者
の
多
く
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

A
議
定
の
代
表
例
と
い
え
る
「
陣
定
」
で
は
、
公
卿
に
よ
る
議
論
は
行
わ
れ
る
も

の
の
、
必
ず
し
も
意
見
統

一
を
図
る
必
要
は
な
く
、
最
終
的
な
決
定
は
天
皇
に
任

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
具
体
例
か
ら
実
証
し
て
い
き
た
い
。

｛史
料
ロ
】

『小
右
記
』
治
安
元

（一

O
二一）

年
十
二
月
二
七
日
条

次
給
不
堪
解
文
井
目
録
、
史
覧
目
録
、

宣
云
、

依
諸
卿
定
申
行
、

こ
れ
は
、
不
堪
佃
固
定
が
終
わ

っ
た
後
の
史
料
で
あ
り
、
公
卿
議
定
で
の
決
定

を
天
皇
に
奏
上
し
た
と
こ
ろ
、

「依
諸
卿
定
申
行
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
は
諸

卿
の
決
定
の
通
り
に
行
う
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。
A
議
定
で
の
決
定
は
尊
重
は

さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
決
定
だ
け
で
国
家
の
決
定
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
天
皇
に
よ
る
決
定
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
事
例
と
し
て
は
少
な
い
も

の
の
、
天
皇
が
公
卿
の
決
定
と
意
見
を
異
に
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
決
定
を
変
更

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
次
の
史
料
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

【史
料
日
】

「小
右
記
」
治
安
一
一
（一

O
一一二）

年
四
月
三
日
条

以
頭
中
将
令
奏
、
先
持
向
関
白
宿
所
之
閥
、
縁
時
魁
可
推
移
、

参
上
殿
上
桓

候
、
良
久
後
返
給
、
於
射
場
給
之
、
頭
中
将
伝
勅
語
云
、
季
定
去
年
除
目
任

修
理
亮
、
間
兄
ム
、
元
居
修
理
亮
、
兄
弟
有
思
、
以
季
定
任
告
書
助
、
以
量

書
助
功
則
長
蔵
人
、
可
任
修
理
亮
、
但
更
不
可
奏
、
直
裁
除
目
可
下
給
者
、

こ
れ
は
、
公
卿
に
よ
る
除
目
が
行
わ
れ
た
後
、
天
皇
に
そ
の
決
定
を
奏
上
し
た

際
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
よ
る
と
、

「直
裁
除
目
可
下
給
者
」
と
あ
っ
て

除
目
で
の
決
定
を
天
皇
が
直
接
変
更
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
に
よ
り
、
先
行
研
究

は
妥
当
で
あ
り
、
本
論
文
に
お
い
て
も
A
議
定
の
最
終
決
定
権
は
天
皇
に
あ
る
と

考
え
て
よ
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

A
議
定
に
お
け
る
最
終
決
定
機
は
天
皇
に
あ
り
、
公
卿
た
ち
も

意
見
統

一
を
図
る
必
要
が
な
い
こ
と
か
ら
、

A
議
定
に
お
け
る
決
定
は
あ
く
ま
で

も
参
考
意
見
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
役
割
を
過
大
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
と
言
え
る
か
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も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
面
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
そ

の
議
論
を
う
ま
く
左
右
す
る
こ
と
や
、
天
皇
に
よ
る
最
終
決
定
権
に
介
入
す
る
こ

と
が
で
き
る
な
ら
、
公
卿
と
天
皇
の
両
方
の
承
認
を
得
た
決
定
と
し
て
大
き
な
力

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、

A
議
定
に
お
け
る
決
定
の
内
実
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
具
体
例

を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

【史
料
M
H
】

『小
右
記
』
長
徳
一二

（
九
九
七
）
年
四
月
五
日
条

左
大
臣
依
喚
参
上
御
所
、
頃
之
復
降
、
仰
諸
卿
云
、
大
宰
前
帥

・
出
雲
権
守

藤
原
朝
臣
可
揺
去
日
廿
五
日
恩
詔
乎
否
、
不
可
召
上
欲
、
難
潤
恩
詔
尚
可
在

本
所
欲
、
其
問
定
申
者
、
右
大
臣
・
左
衛
門
督
・
宰
相
中
将
定
申
云
、
件
両

人
罪
潤
恩
詔
欲
、
但
至
召
上
事
可
被
下
勘
明
法
家
也
者
、
左
大
将
・
民
部
卿

申
云
、
罪
可
謡
恩
詔
、
於
召
上
事
、
可
被
尋
先
例
也
、
余
・
平
中
納
言
・
右

衛
門
督
・
勘
解
由
長
官
申
云
、
罪
可
潤
恩
詔
、
依
免
犯
人
虐
之
文
、
但
至
子

召
上
事
只
在
勅
定
、
左
右
難
定
申
、
左
大
弁
申
云
、
罪
可
潤
恩
赦
、
又
乍
潤

恩
詔
猶
在
本
所
者
、
余
向
精
思
、
惟
法
条
之
所
指
、
己
以
分
明
、
然
而
不
可
敢

申
、
左
大
臣
定
申
旨
不
能
問
、
左
大
臣
以
各
申
旨
銘
心
、
起
座
参
上
御
所
、

良
久
還
着
便
座
、
示
諸
卿
云
、
前
之
非
常
大
赦
之
時
、
如
此
之
流
入
、
殊
有

所
思
食
有
召
上
之
例
、
何
矧
罪
潤
赦
令
者
、
可
召
上
者
、
左
大
臣
召
大
外
記

致
時
朝
臣
、
令
勘
申
召
流
人
使
之
例
、

こ
れ
は
、
流
罪
と
な
っ
て
い
た
大
宰
前
帥
藤
原
伊
周
と
出
雲
権
守
藤
原
隆
家
に

対
し
、
思
詔
を
ど
の
よ
う
に
適
用
す
べ
き
か
を
議
論
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
恩
赦
の
決
定
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
諸
卿
が
さ
ま
ざ
ま
に
意
見
を
提
示

し
た
の
に
対
し
、

「
左
大
臣
定
申
旨
不
能
問
、
左
大
臣
以
各
申
旨
銘
心
、
起
座
参

上
御
所
、
良
久
還
着
便
座
、
示
諸
卿
云
」
と
あ
る
よ
う
に
、
左
大
臣
道
長
は
自
ら

の
意
見
を
述
べ
ず
に
そ
の
ま
ま
御
前
に
参
上
し
、
し
ば
ら
く
し
て
戻
っ
て
き
て
、

諸
卿
に
意
見
を
述
べ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
最
終
的
に
は
諸
卿
が
述
べ
た
の
と
別
の

意
見
が
国
家
の
決
定
と
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
に
は
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。一

つ
目
は
、
本
来
は

全
員
が
意
見
を
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
併
記
し
て
天
皇
に
奏
上
す
べ
き
で
あ
る

と
こ
ろ
、
左
大
臣
が
意
見
を
述
べ
な
い
ま
ま
御
所
に
参
上
し
、
帰
っ
て
き
て
か
ら
意

見
を
述
べ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
天
皇
と
左
大
臣
が
相
談
し
て
い
た
可
能

-100-

性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
相
談
し
て
天
皇
が
納
得
し
た
上
で
左
大
臣
が
意
見
を
述
べ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
の
意
見
が
国
家
の
最
終
決
定
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

次
に
二
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
天
皇
と
左
大
臣
の
話
し
合
い
に
よ

り
実
質
的
に
は
最
終
決
定
が
成
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
左
大
臣
は

一
度

陣
に
戻
っ
て
き
て
、
自
ら
の
意
見
と
し
て
「
陣
定
」
の
場
で
発
言
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
質
は
ど
う
で
あ
れ
、
国
家
と
し
て
の
決
定
の
た
め
に
は
、

A
議
定
に
か
け
る
と
い
う
形
式
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
の
事
例
も
、

A
議
定
の
決
定
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

【史
料
日
】

『小
右
記
』
寛
弘
二
（
一

O
O
五
）
年
八
月
二一

i
二
十
四
日
条

（二一

日
）
余
次
直
損
入
、
諸
卿
相
同
、
南
殿
・
御
前
等
事
了
右
大
臣
候
殿



上
、
左
大
臣
以
下
着
陣
、
可
有
大
宰
言
上
宋
人
定
、
而
伎
座
有
饗
、
大
臣
俳

個
壁
後
、
仰
左
大
弁
令
擬
饗
之
後
着
伎
座
、
定
可
安
置
宋
人
之
否
由
、
左
大

臣

・
右
大
臣
・
左
兵
衛
督
申
云
、
宋
人
定
年
紀
可
来
由
給
官
符
了
、
而
不
待

彼
期
早
来
、
若
可
被
追
却
者
、
早
任
彼
官
符
可
被
追
却
欲
、
宋
人
若
有
申
待

使
風
可
罷
帰
之
由
、
随
又
可
有
裁
許
者
、
有
追
却
名
、
自
廻
一
両
季
、
不
異

安
置
、
若
然
者
偏
可
被
安
置
致
、
件
事
左
府
定
申
旨
也
、
右
大
臣
初
定
申
旨

相
異
、
書
定
文
之
問
、
追
問
左
府
定
可
奇
也
、
下
官
以
下
只
季
紀
被
定
下
了
、

而
隔
一
季
帰
朝
、
不
可
然
、
早
可
追
却
之
由
定
申
了
、
左
衛
門
組
問
依
宮
仁
王

会
事
退
出
、
不
預
此
定
、
令
見
左
府
気
色
、
似
可
被
安
置
、
諸
卿
只
申
道
理
、

唐
物
内
事
焼
亡
間
悉
以
失
了
、
殊
選
可
然
之
物
被
交
易
有
何
事
乎
、
右
大
臣

以
下
両
三
卿
相
密
語
也
、

（
二
四
日
）
左
頭
中
将
来
談
云
、
宋
人
可
被
安
置
之
由
一云
々
、
須
候
天
気
可
憧

示
送
者
、
少
選
示
送
云
、
可
安
置
之
由
被
下
宣
旨
了
者
、

平安時代中期の国家意思決定と権力構造〔坂本〕

こ
れ
は
許
可
を
得
ず
に
来
日
し
た
宋
人
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か

を
議
論
す
る
「
定
」
の
様
子
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
宋
人
を
安
置
す
る
か
否
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
、
左
大
臣
道
長
以
下
三
人
は
「
宋
人
若
有
申
待
便
風
可
罷
婦
之

由
」
と
述
べ
、
こ
の
意
見
が
識
論
で
の
多
数
意
見
と
は
異
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

最
終
決
定
意
見
と
な
っ
て
い
る
。
実
資
は
こ
の
決
定
に
対
し
、

「令
見
左
府
気
色
、

似
可
被
安
置
」
、
す
な
わ
ち
こ
れ
は
左
大
臣
の
意
見
で
あ
り
、
道
理
と
は
異
な
る

の
に
決
定
と
さ
れ
た
と
し
て
非
難
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
決
定
が
天
皇
の
意

見
と
偶
然
に

一
致
し
て
い
た
可
能
性
も
皆
無
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
天
皇
と

左
大
臣
の
間
で
事
前
の
相
談
が
あ
っ
た
か
、
天
皇
が
左
大
臣
の
権
勢
に
遠
慮
し
、

そ
の
意
見
を
承
認
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
現
実
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

の
意
味
で
、
個
人
の
権
力
が
議
定
の
行
方
を
左
右
し
、
決
定
に
ま
で
至
っ
た
事
例

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
先
に
挙
げ
た
史
料
6
で
は
、

「定
」
の
前
日
に
一
部
の
公
卿
が
左
府
の
宿

所
に
集
ま
り
、
翌
日
の
「
定
」
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
た
。
こ
の
事
例

の
場
合
は
、
結
局
最
終
決
定
は
こ
こ
で
の
議
論
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
事
前
に
「
定
」
の
方
向
性
に
つ

い
て
内
々
の
合
意
形
成
が
な

さ
れ
、
当
日
の

「定
」
に
お
い
て
は
そ
の
合
意
を
な
ぞ
っ
て
決
定
す
る
だ
け
と
い

っ
た
状
況
が
本
当
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
、
ゥ
。

以
上
の
三
例
は
特
徴
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
た
に
す
ぎ
な
い
。
物
事
を
批
判
的

に
見
る
傾
向
の
あ
る
実
資
の
日
記
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

「小
右
記
』
に
は
こ
れ
ら

の
実
情
へ
の
批
判
的
な
見
解
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
公
卿
か
ら
異

論
が
出
た
と
い
っ
た
よ
う
な
記
事
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
A
議
定
に
お
け
る
決
定
に
介
入
す
る
こ
と
が
可

能
だ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

A
議
定
は
、
介
入
者
に
対
し
て
国
家
の
意
思
決
定
に

お
い
て
非
常
に
大
き
な
力
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

2
，
B
輯
定

B
議
定
に
お
い
て
も
、

「
定
」
の
結
果
は
天
皇
に
奏
上
さ
れ
、
そ
の
後
了
解
す

る
旨
の
勅
が
下
る
こ
と
か
ら
、
最
終
決
定
権
は
天
皇
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、

B
議
定
は
天
皇
か
ら
議
題
を
提
示
さ
れ
た
特
定
の
上
卿
が
基
本
的
に
は
単
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独
で
行
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
性
格
上
、

A
議
定
の
よ
う
に
議
論
の
過
程
で
特
定

の
上
級
権
力
者
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
は
B
議
定
の
中
で

も
特
に
人
事
案
件
な
ど
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
議
定
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
決

定
事
項
を
提
示
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
最
終
決
定
も
事
実
上
ほ
ぽ
上
卿
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
点
で
、

B
議
定
は
A
議
定
と
明
確

に
区
別
し
て
論
ず
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
特
に
人
事
に
関
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
過
程
で
天
皇
自
身

が
意
見
を
表
明
し
て
、
議
論
に
介
入
す
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。
次
の
史
料
を
見
て

、
，．s
－

i

肱ミ・，－、

。

i
v
ナ
J
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i
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【
史
料
日
】

『小
右
記
」
天
元
五

（九
八
二）

年
二
月
四
i
七
日
条

（
四
日
）
召
御
前
被
仰
云
、
検
非
違
使
別
当
宣
旨
可
下
之
、
左
衛
門
尉
藤
師

頼
、
左
府
経
年
挙
申
、
常
臨
其
期
、
巴
以
相
違
、
右
衛
門
尉
大
江
匡
衡
、
儒

者
当
仁
、
平
恒
昌
、
身
為
侍
中
、
所
申
難
捨
、
同
維
敏
、
放
使
膳
奏
、
件
等

四
人
中
、
太
相
府
可
定
申
者
、

（
中
略
）
、

退
出
、
太
相
田
被
申
云
、
師
頼
左

府
年
久
挙
申
者
也
、
但
同
府
尉
藤
原
為
長
、

一
道
成
業
者
、
又
為
勘
解
白
判

官
十
二
↑
年
、
其
後
罷
遷
左
衛
門
尉
、
去
年
蒙
宣
旨
、
而
誤
以
他
人
被
下
宣

旨
、
今
及
今
年
、
若
給
宣
旨
於
他
人
、
天
下
之
人
可
大
驚
欲
、
又
匡
衡
者
秀

才
、
自
中
古
以
来
、
不
知
為
秀
才
者
家
使
宣
旨
之
者
、
左
右
可
在
勅
定
、
恒

昌
為
文
章
生
、
身
候
雲
上
、
所
申
可
然
、
但
文
章
生
次
第
、
右
衛
門
尉
幾
忠

巳
在
上
鵬
、
彼
巴
当
其
運
、
又
維
敏
可
有
追
捕
者
、
為
貞
盛
子
頗
揚
名
、
其

理
運
相
当
、
又
有
使
臆
奏
乎
、
為
長
・
幾
忠
・
維
敏
三
人
道
理
者
等
也
、
抑

唯
可
在
勅
定
、
若
以
他
人
被
定
仰
者
、
天
下
取
県
口
欲
者
、
依
御
物
忌
不
奏
、

入
夜
帰
参
内
、
候
宿
、

（
五
日
）
早
朝
奏
太
相
国
報
奏
之
趣
、
被
仰
云
、
以
左
藤
原
為
長
・
師
頼

・
右

大
江
匡
衡
可
為
検
非
違
使
者
、
又
々
太
相
国
可
定
申
、
入
夜
退
私
、
今
明
太

相
府
御
物
忌
、

（七
日
）
早
朝
参
殿
、
申
検
非
違
使
之
仰
旨
、
被
奏
云
、
前
日
奏
聞
具
趣
、
今

重
有
此
仰
、
又
更
何
申
、
左
右
随
勅
命
者
、
即
参
大
内
奏
問
、
仰
云
、
左
藤

原
為
長
・
同
師
頼
・
右
大
江
匡
衡
可
為
検
非
違
使
之
由
、
可
仰
上
卿
者
、

こ
れ
は
、
検
非
違
使
の
決
定
過
程
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
召
御
前

被
仰
云
、
検
非
違
使
別
当
宣
旨
可
下
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
皇
が
師
頼
、
匡
衡
、
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恒
昌
、
維
敏
の
四
人
の
人
物
の
名
を
示
し
、
こ
の
中
か
ら
検
非
違
使
を
定
め
る
よ

う
に
と
上
卿
で
あ
る
太
政
大
臣
頼
忠
に
命
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
頼
忠
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
理
由
か
ら
天
皇
の
指
名
し
た
も
の
の
う
ち
か
ら
維
敏

一
人
と
、
そ
れ
以
外
に

為
長
、
幾
忠
の
二
人
の
名
を
挙
げ
、
こ
れ
で
ど
う
か
と
奏
上
し
た
。
す
る
と
天
皇

は
そ
の
う
ち
為
長

一
人
と
最
初
に
天
皇
が
自
ら
挙
げ
た
匡
衡
、
師
頼
の
名
を
挙
げ
、

も
う

一
度
「
定
」
を
行
う
よ
う
に
と
頼
忠
に
仰
せ
さ
せ
た
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、

最
後
に
天
皇
が
挙
げ
た
三
人
が
検
非
違
使
と
し
て
決
定
し
た
。

こ
の
事
例
で
は
、
次
の
二
つ
の
点
に
注
目
し
た
い
。

一
つ
は
最
終
的
に
は
天
皇

の
意
見
が
決
定
事
項
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
議
論
の
途
中
で
、
頼
忠
は

天
皇
が
最
初
に
挙
げ
た
人
物
と
は
別
の
人
物
の
名
を
提
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

B
議
定
で
は
必
ず
し
も
天
皇
の
意
見
に
従
う
必
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と



が
わ
か
る
。
し
か
し
同
時
に
、

「抑
峨
可
在
勅
定
」

と
述
べ
、

天
皇
の
意
見
の
方

が
本
来
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
人
事
権
は
本
来
天
皇
大
権
の
う

ち
の

一
つ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
B
議
定
に
お
け
る
天
皇
の
影
響
力
は
大
き
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
点
と
し
て
は
、
天
皇
が
新
た
に
三
人
の
名
を
提

示
し
た
た
め
、
最
終
決
定
も
ほ
ぼ
こ
れ
で
決
ま
る
と
い
う
雰
囲
気
で
あ
っ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、

天
皇
の
勅
定
と
い
う
形
で
頼
忠
の
意
見
を
修
正
し
て
決
定
し
た
わ
け

で
は
な
く
、
も
う

一
度
頼
忠
に
定
め
直
す
よ
う
に
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、

B
議
定
に
お
い
て
も
、
最
終
決
定
は
天
皇
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、

あ
く
ま
で
上
卿
に
よ
る
決
定
が
必
要
で
あ
り
、

A
議
定
の
よ
う
に
勅
定
の
み
を
も

っ
て
変
更
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

B
議
定
に
お
い
て
は
天
皇
が
最
終
決
定
権
を
持
っ
て
い
る
が
、

そ
の
前
提
と
し
て
上
卿
に
よ
る
「
定
」
が
必
要
で
あ
り
、

「
定
」
の
内
容
を
変
更

平安時代中期の国家意思決定と権力構造〔坂本〕

す
る
場
合
で
も
、
上
卿
の
決
定
を
一
度
経
て
か
ら
、
天
皇
の
決
定
と
し
て
勅
を
下

し
な
お
す
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
の
事
例
は
、
そ
れ
で
も
天
皇
の
意
見
が
優
先
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
次
の
史
料
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

【史
料
口
】

「小
右
記
』
長
和
四
（

一
O
一
五
）
年
十
二
月
二
五
日
条

入
夜
資
平
来
云
、
今
日
被
仰
資
平
事
子
左
府
、
奏
一
切
不
可
承
之
由
、
次
被

仰
新
帝
頭
事
、
又
不
可
承
、
経
過
・
道
雅
為
宮
苑
、
至
経
通
当
時
申
頭
事
、

己
無
天
許
、
今
逢
其
時
、
道
雅
故
院
可
相
願
由
被
聞
皇
太
后
、
両
人
必
可
為

蔵
人
頭
、
仰
不
可
承
資
平
事
云
々
、
此
間
御
詞
太
不
便
也
、

主
人
被
仰
因
幡

｛
寸
忠
貞
延
任
事
、
其
仰
尤
切
云
々
、
の
相
府
亦
承
此
事
許
不
承
他
事
云
々
、

甚
潟
瀞
也
、
勅
語
至
今
不
可
用
云
々
、

こ
れ
は
、
後

一
条
天
皇
の
蔵
人
頭
を
決
め
る
際
の
様
子
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
、

三
条
天
皇
が
藤
原
資
平
を
次
の
天
皇
の
蔵
人
頭
に
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
左

大
臣
道
長

（上
卿
か
）
の
反
対
に
よ
っ
て
中
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

B
議

定
は
基
本
的
に
は
上
卿
と
天
皇
の
二
者
の
み
が
関
わ
る

「定
」
で
あ
る
た
め
、
そ

の
決
定
は
両
者
の
力
関
係
に
左
右
さ
れ
や
す
い
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

（

3
）
小
括

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
平
安
中
期
の
国
家
意
思
決
定

に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
影
響
を
及
ぼ
し
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
そ
の
場
合
で
も
〈
天
皇
↓
上
卿

（↓
緒
卿
）
〉
と
い
う
基
本
的
な
流
れ
や
、
天

皇
に
よ
る
議
題
の
提
示
・
最
終
決
定
な
ど
の
枠
組
み
は
ほ
ぼ
維
持
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
も
あ
く
ま
で
制
度
の
枠
内
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

も
し
制
度
を
は
ず
れ
て
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
に
反
し
た
者
は
、

た
と
え
そ
れ
が
権
力
者
で
あ
っ
て
も
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
次
の
史
料
を

見
て
い
た
だ
き
た
い
。

｛史
料
店
】

「小
右
記
」
寛
弘
八

（一

O
一一）

年
八
月

一
日
条
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四
条
大
納
言
告
送
云
、
頭
弁
示
送
、
明
日
御
法
事
可
着
鈍
色
者
、
為
之
如
何
云
々
、

依
先
日
定
着
綾
表
衣
・
背
朽
葉
下
襲
・
育
鈍
色
表
袴
、
而
忽
有
斯
告
、
至
今
何

為
、
左
府
定
臨
時
変
改
、
非
設
二
襲
之
人
、
難
従
反
掌
定
者
也
、
資
平
令
参
内

弁
院
、
為
令
聞
装
束
之
案
内
、
民
都
大
輔
為
任
口
輿
光
朝
臣
有
示
送
事
等
、

一
昨
日
頭
馬
頭
以
輿
光
朝
臣
告
以
同
旨
、
有
慮
外
天
恩
之
気
云
々
、
資
平
従

内
退
出
云
、
明
日
参
院
之
人
可
着
鈍
色
、
有
左
府
気
色
、
難
然
只
今
何
為
哉
、

こ
れ
は
、

一
条
天
皇
の
法
事
の
際
に
着
る
服
の
色
に
関
す
る
議
論
の
様
子
で
あ

る
。
こ
の
史
料
で
は
、

「左
府
定
臨
時
変
改
」
と
あ
る
よ
う
に
、
諸
卿
の
定
め
た

法
事
の
服
の
色
を
左
大
臣
が
勝
手
に
変
更
し
た
た
め
、
主
だ
っ
た
諸
卿
の
聞
で
も

混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
結
局
翠
日
の
法
事
に
左
大
臣
が
指
定
し
た
色
の
服
を
着
て

き
た
も
の
は
、
参
加
し
た
公
卿
十
人
の
う
ち
半
数
に
し
か
す
ぎ
な
か

っ
た
。
つ
ま

り
、
ど
の
よ
う
な
権
力
者
で
あ
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
制
度
の
範
囲
内
で
権
力
を
行

使
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
制
度
上
国
家
意
思
決
定
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
権
限

を
有
し
て
い
る
天
皇
は
、

や
は
り
あ
る
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
上
で
、
制
度
を
も
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
力
者
が
現

れ
た
場
合
は
、
そ
の
人
物
の
力
は
非
常
に
大
き
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

天
皇
と
「
定
」

前
章
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
国
家
意
思
決
定
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
々

が
影
響
を
及
ぽ
し
合
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
も
天
皇
と

「定
」
に
は
や
は
り
重

要
な
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
本
意
で
は
、
天
皇
と

「
定
」
と
い
う
観
点
か
ら
特
に
注
目
す
べ
き
三
例
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
い
き

．．
 
、．
。

ナハ

iv

（

1）
 

「
御
前
定
」

前
章
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
「
定
」
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
中
で

も
特
に
天
皇
の
御
前
で
行
わ
れ
る
「
定
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
と
い
う

の
も
、
議
定
の
場
に
天
皇
が
い
る
場
合
と
い
な
い
場
合
が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
議
定
を
行
う
公
卿
た
ち
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
ま
ず
、

-104ー

「御
前
定
」
で
取
り
扱
わ
れ
る
識
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

き
た
い
。
表
7
は
御
前
で
行
わ
れ
た
「
定
」
に
つ
い
て
、
議
題
と
定
め
る
人
を
中

心
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
表
に
基
づ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

ー，

A
識
定

ま
ず
、

A
議
定
、

つ
ま
り
諸
卿
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

「御
前
定
」
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
そ
の
議
題
と
し
て
ま
ず
目
に
つ
く
の
が
除
目
と
叙
位
で
あ
る
。
こ
の
二

つ
の
人
事
関
係
事
項
の
決
定
を
原
則
と
し
て
御
前
で
行
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
儀
式
舎
に
も
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
が
現
実
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
次
に
目
に
つ
く
の
が
神
鏡
定
と
造
宮
定
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
神
鏡
定
と
は
、

天
皇
家
の
三
種
の
神
器
の
一
つ
で
あ
る
神
鏡
が
、
落
雷
な
ど
に
よ
り
破
損
し
た
場

合
の
対
処
に
つ
い
て
話
し
合
う
「
定
」
の
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本

稿
で
取
り
扱
う
五
十
年
の
聞
に
ニ
例
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
両
方
と
も
が
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表7 御前定

天皇 年 月 日 A議定 B議定 不 明

円高直 天冗5(982) 正 6 受領功通、叙位

2 4 検非違使（大相府） 女叙位

花山 永観2(984) 10 14 

17 蔵人等（左大臣）

24 賀茂臨時祭伎舞人等

12 8 内御所定

永観3(985) 2 15 石消水臨時祭

9 14 小除目

一条 長徳冗（995) 正 11 除目

長徳2(996) 4 24 除目

長徳3(997) 7 17 臨時御読経僧名（大臣）

8 28 回教寺会務僧（左大臣）

長保元（999) 12 27 遠流事、不堪定

長保2(1000) 正 13 叙位、除目

2 2 所宛（左大臣）

9 21 叙位

11 25 御質事

長保3(1001) 2 28 男一宮家司侍別当等文（左大臣？）

寛弘7C(1004) l羽9 14 五節事

寛弘2(1005) 11 17 神鏡定

12 21 造宮行事（左大臣）

寛弘3(1006) 5 4 臨時御読経（左大臣）

7 3 神鏡定

10 2 除目

寛弘4(1007) 正 20 造宮叙位（左大臣）

2 9 殿上所宛、拝殿（左大臣）

寛弘5(1008) 3 27 諸国申前（左大臣？）

10 16 叙位

寛弘6(1009) 9 14 大弐司E
寛弘7(1010) 11 28 叙｛立

寛弘8(IOU) 3 16 最勝講僧名（左大臣？）

ニ条 8 11 量産人、殿上（左大臣）

9 17 五節事、御即位宿所他

10 19 女叙位、補蔵人（左大臣？）

長和JC(l012) 3 14 諸司所々 言者寺検校・別当（左大臣？）

長和2(1013) 正 6 叙位、受領功過

12 7 行幸舞人等

長和3(1014) 5 24 進宮図宛

10 15 受領功過

11 17 除目

長和4(1015) 22 造宮叙位（左大臣）

12 21 造宮叙位（左大臣？）

後一条 治安克（1021) 正 22 除目

8 28-29 除目

治安3(1023) 正 5 叙f立

万寿40027) 正 5 叙位

27 除目

長7C冗(1028) 9 27 除目、受領功過

長元2(1029) 正 6 叙位

長冗4(1031) 正 5 叙位

11 女叙位

2 15 除目
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御
前
で
行
わ
れ
て
い
る
。

一
方
造
宮
定
に
つ
い
て
は
、
御
前
で
行
わ
れ
る
実
例
も
多
い
も
の
の
、
す
べ
て

の
議
定
が
御
前
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
何
か
基
準
は
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
史
料
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

｛史
科
目
｝

『権
記
』
寛
弘
二

（一

O
O
五
）
年
十
二
月
一
一
一
日
条

次
左
大
臣
有
召
、
参
御
前
、
被
定
申
造
宮
行
事
等
、
次
還
陣
、
亦
被
定
造
宮

賞
等
事
、

こ
の
史
料
で
は
、

左
大
臣
は
御
前
で
造
宮
行
事
を
行
い
、
そ
の
あ
と
障
に
還
り

造
宮
賞
な
ど
を
定
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
造
宮
の
中
で
も
特
に
人
事
に
関
す
る
も

の
が
、
御
前
で
の
「
定
」
に
か
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

A
議
定
に
お
け
る
「
御
前
定
」
は
人
事
に
関
す
る
も
の
が

中
心
で
あ
る
と
い
い
う
る
と
考
え
る
。
神
鏡
定
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
難
し
い

と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
天
皇
の
地
位
そ
の
も
の
と
関
わ
る
重
要
項
目
で
あ
る
こ
と
が

関
係
し
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2
，
B
議
定

次
に
、

B
議
定
に
お
け
る
「
御
前
定
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ふ
た
た
び
表
7

を
見
る
と
、

B
議
定
と
し
て
特
に
自
に
付
く
議
題
に
は
、
蔵
人
の
任
命

（
『西
宮

記
」
に
も
記
述
あ
り
）
や
昇
殿
者
の
決
定
、
所
々
別
当
の
任
命
な
ど
が
あ
り
、
次
に

諸
読
経
の
僧
名
定
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
後
者
に
つ
い
て
は
、
御
前
で
行

わ
れ
な
い
場
合
も
多
々
あ
る
。
理
由
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
議
題
の
提
示
や

上
卿
を
召
す
の
は
天
皇
の
権
限
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
天
皇
の
意
思

に
左
右
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

B
議
定
も
、

A
議
定
と

同
じ
く
、
人
事
に
関
す
る
議
題
が

「御
前
定
」
の
議
題
の
大
半
を
占
め
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
、つ
に
、

A

B
両
議
定
と
も

「御
前
定
」
で
取
り
扱
わ
れ
る
議
題
は
、
恒

常
的
な
人
事
に
関
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
議

題
を
御
前
で
行
う
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
御
前
定
」
の
議
論
の
過
程
を
検
討
し
て
も
、
御
前
で
「
定
」
を
行
う
か
ら
と

い
っ
て
天
皇
が
そ
れ
に
参
加
を
し
た
り
、
議
論
の
過
程
自
体
が
影
響
を
受
け
た
り

し
た
事
例
は
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り

一
見
す
る
と
、
内
容
面
で
「
御
前
定
」
と

そ
れ
以
外
の

「定
」
と
の
聞
に
追
い
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
国
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家
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
天
皇
が
い
る
前
で

「定
」
を
行
う
こ
と
は
、

「定
」
を

行
う
公
卿
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
天
皇
に
と
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
か
。
こ
の
事
に

関
し
て
は
表
8
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
表
は
、
先
ほ
ど
の
表
7
に
摂
政
や

関
白
な
ど
の
宿
所
で
行
わ
れ
た

「定
」
も
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に

よ
る
と
、
天
皇
の
幼
少
期
に
は
御
前
で
の

「定
」
は
行
わ
れ
ず
、
代
わ
り
に
摂
政

（却
｝

の
宿
所
（
直
庇
）
で

「定
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
＝
一条
天
皇
の

時
代
、
天
皇
の
目
の
病
が
重
く
な
っ
て
き
た
際
、
除
目
を
左
府
の
直
鹿
で
行
う
よ

う
に
と
い
う
命
が
下
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
御
前
で
の
「
定
」
は
形
式
的
な
も
の

で
は
な
く
、
実
質
的
に
天
皇
が
政
務
を
掌
握
で
き
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が

前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



平安時代中期の国家意思決定と権力構造〔坂本〕

表8 御前定＋宿所定

天皇 年 月 日 場所 A餓定 B蛾定 不 明
天皇 天克5(982) 正 6 御前 受領功過、叙位 検非遮使（大相府）

円融・・・22 2 4 御前

永観2(984) 10 14 御前 蔵人等（左大臣｝ 女叙位

花山・・16 17 御前

24 御前 賀茂臨時祭使舞人傍

12 8 御前 内御所定

・・・17 氷鋭3(985) 2 15 御前 石清水臨時祭

9 14 御前 1J、除目 所々別当｛摂政？）

永延冗（987) 3 11 摂政$

一条…7 永延2(988) 10 25 摂政殿＊ 賀茂臨時祭

・・9 永酢冗（989) 12 9(8) 摂政＊ 賭寺・所々 !JU当
. ・10 正暦3(992) 正 17 領政I江~本 除目、受領功過

・・・12 正暦4(993) 正 6 摂政iiiiIホ 除目‘受領功過

・・・13 10 銀政駐車本 除目、受領功過

長徳冗（995) 正 11 御前 除目

・・・15 長徳2(996) 4 24 御前 除目 臨時御鋭鋒僧名（大臣｝

. ・16 長徳3（鈎7) 7 17 御前 問教寺会前僧（左大臣）

・・18 8 28 御前

長保:n;（拘9) 12 27 御前 遠流事、不堪定

・・・20 長保2(Iα）（）） 正 13 御前 叙位、除目 所宛（左大臣）

2 2 御前

9 21 御前 叙位

・・21 11 25 御前 男一宮家間侍BIJ当等文（左大臣？） 御質事

長保3(1001) 2 28 御前

12 24 左Jf.f御宿所＊ 一宮御読経僧名

・・・22 寛弘:n;(1004) 関9 14 御前 五節事

・・・25 党弘2(1005) II 17 御前 神鏡定 造宮行事（左大臣）

・・・26 12 21 御前 浩宮成功（左大臣、中宮権大夫）

寛弘3(1006) 2 28 宿所＊御前 臨時御続経（左大臣）

5 4 御前

7 3 御前 神鏡定

10 2 御前 除目 造宮叙位（左大臣）

・・・v 寛弘40007) 正 20 御前 殿上所宛、持殿 （左大臣）

2 9 御前 諸国申l!i'I（左大臣？）

~弘5 (1008) 3 27 御前

・・28 10 16 御前 叙f立
... 29 ~弘6 (1009) 9 14 御前 大弐哩I
・・30 11.弘7(1010) 11 28 御前 最勝自障俗名｛友大臣？） 叙位

・・31 11.弘8(1011) 3 16 御前 歳入、殿上（左大臣）

8 11 御前

＝粂・・・36 9 17 御前 女叙位、補蔵人（左大臣？） 五節事、御即位宿所他

10 19 御前 陪司所々et母検校・別当｛左大臣？｝

長和元（1012) 3 14 御前
目・目37 長和2(1013) 正 6 御前 叙位、受領功過

12 7 御前 行幸舞人等

・・・38 長和3(1014) 5 24 御前 造宮図宛
... 39 10 15 御前 受領功過

11 17 宿所移 除臼 御銃経僧名（左大臣）

長和4(1015) 10 14 御ll~ 造宮叙位 （左大臣）

・40 22 御前 造宮叙位｛左大臣？）

12 21 摂政前＊ 臨時祭定（駅弁）

長和5(1016) 3 2 m政宿所＊

後一条・8 4 28 摂政宿所＊ 除目

5 16 摂政宿所$ 官官寺鶴岡司ψm維事

寛仁20018) 正 5 銀政御宿所＊ 叙位

・10 11.仁3(1019) 正 21-23 ！羽白itril.• 除目、受領功過 読経僧名（省大臣？）

＂・11 寛仁川1020) 9 12 関白I証ii.•
・12 11 ~ト29 関白i1ril.• 除目

・・・13 29 御宿所吻 受領功過

治安冗（1021) 疋 6 御前 叙位、受領功過、銃使等加階

22 御前 除目

8 aι29 御前 除目

治安3(1023) 正 5 御前 叙位

’・・15 万寿4(1027) 正 5 御前 叙位

・・・19 v 御前 除目

長:n;:n;(1028) 9 27 御前 除目、受領功過

・・・20 長元2(1029) 正 6 御前 叙位

・・・21 長:n;4(1031) 正 5 御前 叙位

・・23 11 御前 女叙位

2 15 除目

・ ＊は御前以外の場所で「定Jが行われる場合に犯した。・天皇の名前の後ろに記した数字は天皇のその日幸の年齢を示している。
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こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、

「
御
前
定
」
で
の
議
題
が
恒
常
人
事
、

つ
ま
り
天

皇
の
も
と
で
働
く
官
人
た
ち
の
仕
事
や
地
位
を
決
定
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
【初
。
そ
こ
で
「
御
前
定
」
に
は
、
天
皇
が
彼
ら
の
「
定
」
を

直
接
自
分
の
目
で
見
る
こ
と
で
、
官
人
た
ち
を
直
接
的
に
支
配
す
る
と
い
う
意
義

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
御
前
以
外
で
行
わ
れ
る
「
定
」

に
お
い
て
も
、

「
定
」
の
結
果
は
天
皇
に
奏
上
さ
れ
、
最
終
決
定
は
天
皇
が
行
、
っ

治宝

「
御
前
定
」
で
は
天
皇
が
「
定
」
を
直
接
見
る
こ
と
を
通
じ
て
天
皇
が
人
事

を
掌
握
し
、
そ
の
人
事
の
対
象
者
を
支
配
下
に
置
く
と
い
う
意
義
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
次
節
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
院
も
院
の
蔵
人
や
判
官
代

を
定
め
る
時
は
院
の
前
で
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、

「御
前
定
」

は
天
皇
に
と

っ
て
、
直
接
的
に
支
配
す
べ
き
官
人
た
ち
の
地
位
を
定
め
る
際
、
天

皇
が
自
分
の
目
で
そ
の
決
定
を
見
て
納
得
す
る
、
ま
た
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
点
で
大
き
な
意
義
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
「
御
前
定
」
は
、
天
皇
・
公
卿
双
方
に
と
っ
て
君
臣
関
係
を
認
識
す
る

重
要
な
場
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
「
定
」
の
形
態
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

（2
）
天
皇
幼
少
期
と
摂
政

・
院

本
節
で
は
、
天
皇
が
幼
少
で
自
ら
政
を
執
行
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
時
期
に

は
、
国
家
の
意
思
決
定
機
構
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
天
皇
幼
少
期
に
特
に
顕
在
す
る
摂
政
と
院

の
動
き
を
見
て
い
き
た
い
。

ー
，
摂
政

こ
こ
で
は
、
摂
政
が
国
家
意
思
決
定
の
ど
の
よ
う
な
面
に
関
わ

っ
て
い
る
の
か
を

検
討
す
る
こ
と
で
、
摂
政
と
国
家
意
思
決
定
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

①
摂
政
直
直

（宿
所
）
で
の
定

前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
摂
政
が
存
在
す
る
時
期
に
は
、
表
8
の
よ
う
に
摂

政
直
庫
で
「
定
」
が
行
わ
れ
て
い
る
例
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
取
り
扱
わ

れ
る
議
題
は
、
除
目
、
叙
位
、
受
領
功
過
や
別
当
な
ど
、
人
事
に
関
す
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
摂
政
直
鹿
で

「定
」
が
行
わ
れ
て
い
る
時
期
に
は
、

天
皇
の
御
前
で
の
「
定
」
の
事
例
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
前
節
に
お
い
て
、

「
御
前
定
」
の
意
義
は
、
天
皇

・
公
卿
双
方
に
と
っ
て
、
君
臣
関
係
確
認
と
い
う

意
義
が
あ
り
、
特
に
天
皇
に
と
っ
て
は
自
ら
に
奉
仕
す
る
官
人
た
ち
の
職
務
や
地

-108ー

位
の
決
定
を
行
う
際
に
、
そ
の
決
定
を
自
ら
の
目
で
見
、
認
識
し
て
彼
ら
を
直
接

的
に
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

以
上
に
よ
る
と
、
摂
政
直
鹿
で
の

「定
」
と
は
、
幼
少
期
に
そ
の
認
識
能
力
の
な

い
天
皇
の
政
務
を
摂
政
が
代
行
し
て
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
識
題
の
提
示

前
章
で
も
述
べ
た
が
、
天
皇
幼
少
期
に
摂
政
は
天
皇
に
よ
る
議
題
提
出
権
を
完

全
に
代
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
輯
題
の
提
示
と
定
め
る
人
の
一
致

②
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
摂
政
は
天
皇
の
議
題
提
出
格
を
代
行
す
る
権
限
を
有

し
て
い
る
。

一
方
で
、
摂
政
は
自
ら
が
B
議
定
の
形
で
「
定
」
を
行
う
こ
と
も
あ

る
。
つ
ま
り
摂
政
は
議
題
の
提
示
と
「
定
」
を

一
人
で
行
う
こ
と
が
可
能
な
の
で



あ
る
。
こ
れ
は
天
皇
に
は
見
ら
れ
な
い
摂
政
の
み
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ

の
こ
と
が
、
国
家
意
思
決
定
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

表
9
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
は
摂
政
が
自
ら

「定
」
を
行
っ
た
事
例
に

つ
い
て
、
そ
の
議
題
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
摂
政
自
ら
が

定
め
る
議
題
は
、
蔵
人
や
所
々
別
当
な
ど
恒
常
人
事
の
う
ち
、

B
議
定
で
取
り
扱

わ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
が
、

「御
前
定
」

う
ち
B
議
定
で
取
り
扱
わ
れ
る
議
題
も
、
恒
常
人
事
に
関
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た

B
議
定
で
取
り
扱
わ
れ
る
恒
常
人
事
の

「定
」
の

上
卿
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
当
時
の
筆
頭
公
卿
で
あ
る
左
大
臣
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
摂
政
に
よ
る

「定
」
と
は
、
摂
政
が
い
な
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年 月 日 E韓 題

永延JC (987) 3 11 所々別当

永酢冗 （989) 正 15 昇段、検非違使

長和5 (1016) 2 13 所々職事昇殿

26 所宛

4 6 典侍前駆

内裏殿舎内廊立柱上棟並還御之日

5 11 大嘗会所々預

7 10 後院司、所々別当

8 17 御瑛女御代

11 26 蔵人

28 判官代

12 18 御仏名導師

寛仁元 (1017) 10 25 賀茂行幸御祈祷十字土御読経事

摂政定表9

い
時
に
は
天
皇
の
御
前
で
筆

頭
公
卿
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る

こ
と
の
多
い

B
議
定
で
の
恒

常
人
事
を
、
摂
政
が
両
者
の

働
き
を

一
本
化
し、

一
人
で

定
め
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
天
皇
が
成

人
し
れ
総
ほ
、
接
収
に
よ
る
召
佳

は
B
議
定
の
形
態
の
「
塑
国
亙

に

一
致
す
る
こ
と
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
摂
政
は
、

天
皇
の
国
家
意
思
決
定
に
お
け
る
す
べ
て
の
権
力
を
代
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
際
の
摂
政
の
動
き
は
、
天
皇
権
力
の
代
行
権
の
範

囲
内
で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
逸
脱
し
た
決
定
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。
前
章
で
述

ベ
た
制
度
内
で
の
権
力
行
使
が
こ
こ
で
も
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ

か
ら
国
家
の
意
思
決
定
権
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
も
し
こ
れ
ら
の
権
限
が
完
全
に

の

儀
式
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
幼
少
の
天
皇
で
も
形
式
的
に
行
う
こ
と
は
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
権
限
は
、
天
皇
に
判
断
能
力
の
な
い
幼
少
期
に
は
摂

政
が
完
全
に
代
行
し
て
い
る
。
つ
ま
り
国
家
意
思
決
定
に
お
け
る
諸
権
限
は
、
行
使

す
る
に
は
実
質
的
な
判
断
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
成
人
後
の
天
皇
は
、
国
家
意
思
決
定
に
お
い
て
大
き
く
意
見
を
反
映
さ
せ
る

機
会
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2
，
院

摂
政
の
場
合
と
こ
と
な
り
、
摂
関
期
に
お
け
る
天
皇
と
院
の
関
係
や
院
の
働
き

に
つ
い
て
、
定
説
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
特
に
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
以
下
、
国
家
意
思
決
定
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
院
は
ど
の
よ
う
な

位
置
を
占
め
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
表
叩
は
、
院
と
意

思
決
定
と
の
関
係
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
取
り
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
以
下
こ
の
表
を
も
と
に
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

①
院
で
の
定

上
卿
が
院
の
御
前
で
「
定
」
を
行
う
こ
と
が
あ
る

（天
皇
御
前
定
と
異
な
り
A
議
定

に
よ
る

「定
」
は
見
ら
れ
な
い
）。

こ
こ
で
あ
っ
か
わ
れ
る
議
題
と
し
て
は
、
摂
政
の

「定
」
の
場
合
と
同
様
、
蔵
人
、
昇
殿
、
読
経
僧
名
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て

-109-
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院と定

年 月 日 強 題 定める人 院との関係

永延苅（987) 2 4 御八講雑事 左府・右将軍 院で定める

3 14 臨時御読経僧名 左府・右将軍 院で定める

4 5 御八締｛曲名 左大臣・左右両大将 院で定める

永砕7G(989) 正 15 蔵人・昇殿 ・検非巡使 摂政 定めた事について院に報告させる

18(17) 判官代・蔵人 ・昇殿 左大臣 院で定める

2 3 除目（宣旨） 摂政 申す内容について院に報告

12 3 御克服後行幸雑事 左府、春宮大夫、修理大夫 院で定める

長和 5 (1016) 2 13 所々職事 ・昇殿 摂政 院で定める

表10

い
る
。
こ
れ
ら
は
一
見
す
る
と
、
天
皇
の
御

前
定
の

B
議
定
と
非
常
に
似
て
お
り
、
院
に

も
天
皇
を
代
行
す
る
権
限
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
表
叩
に
よ
る
と
、
永
一
昨
元

（九
八
九
）

年
正
月
十
五
日
に
摂
政
に
よ
る
蔵
人
・
昇
殿

の
「
定
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
翌
々
日

の
十
七
日
に
左
大
臣
に
よ
る
蔵
人
・
昇
殿
の
ヨ
佳

が
院
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

十

五
日
の
「
定
」
は
そ
の
日
の
う
ち
に
結
論
が

出
て
お
り
、
十
七
日
に
再
び
同
じ
内
容
の
定

を
行
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
、
前
者
は
天
皇
の
蔵
人
・
昇
殿
を

定
め
る
「
定
」
で
あ
り
、
後
者
は
院
の
蔵
人

昇
殿
を
定
め
て
い
る
も
の
と
解
す
る
の
が
自

然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
院
は
、
天
皇
と
同
じ
よ
う
に
国
家

に
お
け
る
蔵
人
を
定
め
る
わ
け
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で

「
院
の
」
蔵
人
や
「
院
の
」
昇
殿

な
ど
を
定
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
前
節
で
は
天
皇
の
「
御
前
定
」
は、

官
人
を
直
接
支
配
す
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
た
。

そ
の
た
め
、
天
皇
が
統
治
す
る
わ
け
で
は
な
い
院
の
蔵
人
な
ど
は
御
前
で
定
め
る

必
要
は
な
く
、
直
接
の
支
配
者
で
あ
る
院
の
も
と
で
「
定
」
を
行
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
院
の
御
前
で
の
「
定
」
は
、
天
皇
の
代
行
で
こ
そ
な
い
も

の
の
、
天
皇
御
前
定
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②
院
へ
の
奏
上

成
人
後
の
天
皇
の
場
合
、

「｛疋」

の
内
容
や
結
論
は
議
定
の
あ
と
天
皇
に
奏
上

さ
れ
た
。
同
じ
よ
う
に
院
の
場
合
も
少
数
の
事
例
で
は
あ
る
が
、

「定
」
に
関
す

る
内
容
を
院
に
奏
上
さ
れ
た
事
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
ど
の
よ
う
な
時
に

奏
上
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず

一
つ
は
、
蔵
人
な
ど
の
B
議
定
で
定
め
ら
れ
る
恒
常
人
事
で
あ
る
。
こ
れ

は
①
と
同
様
、
院
に
関
す
る
人
事
案
件
で
あ
る
た
め
奏
上
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

ハU

れ
る
。
ま
た
二
つ
め
と
し
て
、

天
皇
か
ら
事
前
に
諮
問
を
受
け
て
い
た
事
案
に
関

し
て
「
定
」
の
後
奏
上
す
る
と
い
う
も
の
も
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
一
一
つ
の
場
合
以
外
に
院
へ
の
奏
上
が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
が
あ

る
。
具
体
的
に
は
実
資
の
参
議
任
命
の
際
や
道
隆
の
内
大
臣
任
命
の
際
な
ど
に
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、

一
見
院
と
は
関
係
が
な
い
国
家
の
除
目
で
あ
り
、

院
と
国
家
の
関
係
を
考
え
る
際
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で、

特
に
こ
の
二
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
こ
の
二
つ
の
史
料
を
次
に

あ
げ
る
。

【史
料
却
】

「小
右
記
』
永
酢
元
（
九
八
九
）
年
二
月一
一一
j
五
日
条

（＝一
日
）
参
内
、
摂
政
被
命
云
、
以
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
道
隆
、
可
任
内
大



臣
、
其
日
可
択
申
事
可
仰
大
納
言
者
、
即
於
左
伏
仰
権
大
納
言
、
令
申
恐
泰

之
由
、
即
申
摂
政
、
小
選
参
院
、
奏
摂
政
之
被
申
旨
、

（
五
日
）
参
内
、
摂
政
被
奏
院
云
、

（中略）

、
又
以
権
大
納
言
道
隆
可
任
内

大
臣
之
由
、
此
両
三
年
左
大
臣
有
催
奏
事
、
而
所
不
信
容
也
、
兼
家
年
老
位

高
、
旦
暮
難
期
、
近
習
臣
猶
可
居
大
臣
、
仰
殊
可
任
給
之
由
仰
宜
了
、
来
廿

一一
一日
可
行
其
事
者
、
参
院
奏
問
、
仰
云
、
此
三
事
々
々
承
之
者
、

【史
料
幻
】

『小
右
記
』
、
氷
山
脈
元
（
九
八
九
）
年
二
月
十
八

1
ニO
日
条

（十
八
日
）
使
新
中
納
言
被
奏
円
融
院
、
是
八
座
事
也
、
為
承
又
々
仰
者
、
又

被
仰
云
、
猶
以
余
可
被
加
任
八
座
之
由
仰
事
巳
切
云
々
、

（十
九
日
）
早
朝
参
院
、
質
罷
出
、
権
中
納
言
依
院
参
入
云
々
、
是
余
人
座
事

也
、
昨
日
摂
政
被
奏
云
、

加
任
事
猶
可
難
欲
者
、

今
日
院
仰
云
、

此
般
事
為

他
人
可
無
欝
難
、
只
在
於
吾
者
、
即
帰
参
申
摂
政
者
、
入
夜
遇
施
中
納
言
問
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案
内
、
巳
有
許
容
者
、

（廿
日
）
遅
明
参
院
、
奏
身
上
事
、
則
退
出
、
参
摂
政
殿
、
被
命
云
、
院
仰
己

重
、
難
固
辞
申
、
今
日
可
令
奏
聞
、
可
在
存
心
中
、
今
依
此
事
人
々
怨
多
致
、

偏
依
院
仰
所
可
加
任
也
者
、
以
権
中
納
言
被
奉
院
、
是
被
奏
御
返
事
場
、
己
有
可

許
、
余
参
内
、
次
参
院
、
良
久
侠
御
前
、
奉
摂
政
之
被
奏
趣
、
既
有
可
許
之
趣
、

前
者
は
藤
原
道
隆
を
内
大
臣
に
任
じ
る
ま
で
の
様
子
、
後
者
は
藤
原
実
資
を
参

識
に
任
じ
る
ま
で
の
様
子
で
あ
る
。
天
皇
は
成
人
後
、
人
事
に
閲
す
る
奏
上
を
受

け
た
り
、
意
見
を
述
べ
た
り
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
も

一
見
そ

れ
と
同
じ
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
人
事
権
に
関
し
て
は
院
が
天
皇
の
動
き
を

一
部

代
行
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
天
皇
の
場
合
と
は
次
の
点
で
大
き

く
異
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
事
に
関
与
す
る
天
皇
に
対
し
、
院
の

場
合
は
比
較
的
位
の
高
い
人
事
、
そ
れ
も
そ
の

一
部
の
み
に
し
か
関
与
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
の
人
事
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

史
料
却
の
藤
原
道
隆
は
、
円
融
院
の
女
御
・
詮
子
の
同
母
の
弟
で
あ
る
し
、
史

料
幻
の
実
資
は
、
円
融
院
の
院
別
当

（円
融
在
位
時
は
天
皇
付
の
殺
人
）
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
両
者
と
も
、
円
融
院
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
人
物
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
院
の
人
事
へ

の
関
与
は
制
度
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
院
に
か
か
わ
り
の
深
い
事
案
に
対
し
て
、
院
が
自
発
的
に
介
入

し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
院
は
制
度
的
に
は
国
家
意
思
決
定
の
中
心
を
担
う
こ
と
は
な

か
っ
た
。
特
定
の
人
事
へ
の
介
入
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
、
基
本
的
に
は

自
分
の
関
心
の
範
囲
内
で
動
い
て
お
り
、

天
皇
の
国
家
に
お
け
る
意
思
決
定
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

な
お
他
の
院
に
比
べ
、
円
融
院
の
国
家
意
思
決
定
過
程
へ

の
関
係
記
事
が
多
く

な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

『小
右
記
』
の
筆
者
、
藤
原
笑
資
が
円
融
院
付
き
の
院

別
当
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、

必
ず
し
も
円
融
院
が
国
政
参
加
に
積
極
的
で
あ
っ

た
と
か
、
他
の
院
が
無
関
心
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

笑
資
が

参
議
と
な
っ
た
後
、
円
融
院
に
関
す
る
記
述
が
激
減
す
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
と

考
え
ら
れ
る
。

’i
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（3
）
天
皇
と
関
白

関
白
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
国
家
意
思
決
定
に
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
摂
政
の
場
合
と
違
い
、
成
人
し
た
天
皇
は
、
自
ら
も
国
家
意
思
決
定
に

お
け
る
諸
権
力
を
行
使
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
関
白
は
国
家
意
思
決
定

に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
天
皇
と
関
白
の
国
家
意
思
決

定
に
お
け
る
役
割
に
は
連
係
や
対
応
関
係
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考

え
て
い
き
た
い
。

そ
れ
で
は
、
関
白
は
ど
の
よ
う
な
点
で
国
家
意
思
決
定
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
。

以
下
具
体
的
に
見
て
い
き
た
い
。

ー
，
関
白
直
直
（
宿
所
）
で
の
「
定
」

関
白
も
摂
政
と
同
様
、
自
ら
の
直
鹿
で

「定
」
を
行
う
場
合
が
あ
る
。
し
か
し

関
白
の
在
任
期
間
の
場
合
、
同
時
に
天
皇
の
御
前
で
の
「
定
」
も
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
ま
ず
次
の
史
料
を
見
て
い
た
だ
き

，．、‘

内》

手
九

U
【
史
料
幻
】

『小
右
記
」
寛
仁
三
（
一

O
一九
）
年
十
二
月一一
一
一
日
条

摂
政
被
辞
退
摂
簸
可
為
関
白
、
明
年
正
月
叙
位
・
除
目
猶
於
宿
鹿
可
被
行
、

歪
京
官
除
目
於
御
前
可
被
行
者
、

こ
れ
は
、
後

一
条
天
皇
即
位
後
の
人
事
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
の

一
部
で
あ
る
。

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、

「
為
関
白
、
明
年
正
月
叙
位
・
除
目
猶
於
宿
鹿
可
被
行
」

と
あ
り
、
関
白
に
任
じ
ら
れ
た
直
後
の
叙
位
・
除
目
は
関
白
直
庫
で
行
い
、

ー－－，
:z;; 
ニ乞

京
官
除
目
於
御
前
可
被
行
者
」
と
あ
る
よ
う
に
、
京
官
除
目
は
御
前
で
「
定
」
を

行
、
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
天
皇
の
幼
少
期
に
は
国
家
の
意
思
決
定
に
関
す
る

職
務
は
す
べ
て
摂
政
が
代
行
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
摂
政
が
い
な
く
な
り
、
天

皇
自
ら
職
務
を
執
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
す
ぐ
に
は
執
政
を
し
慣
れ
て
い
な
い
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
関
白
も
就
任
直
後
は
関
白
と
し
て
の
職
務
は
し
慣
れ

て
い
な
い
も
の
の
、
公
卿
や
摂
政
な
ど
の
立
場
で
も
っ
て
多
く
の
「
定
」
に
従
事

し
て
お
り
、
天
皇
と
比
較
し
て
よ
り
多
く
の
経
験
を
積
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
関
白

頼
通
の
直
鹿
で
の
「
定
」
は
、
天
皇
が
ま
だ
自
ら
執
政
を
し
慣
れ
て
い
な
い
時
期

の
意
思
決
定
に
関
す
る
職
務
を

一
時
的
に
関
白
が
代
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇

が
み
ず
か
ら
御
前
で
の
「
定
」
を
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
必
要
な
く

内

4

な
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

実
例
と
し
て
も
表
8
を
見
て
い
た
だ
く
と
、
関
白
頼
通
の
直
麗
で
の
「
定
」
は

寛
仁
田
（

一
O
一二
U
）
九
月
か
ら
治
安
元
（

一
O
二
二
年
の
正
月
ま
で
の
関
白
就
任

後
数
ヶ
月
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
後
は
ず
っ
と
後
一
条
天
皇
の
御
前
で
の
「
崖

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

2
，
韓
国
の
提
示

関
白
が

「命
」
や
「
仰
」
と
い

っ
た
形
で
議
題
を
提
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
事
例
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
関
白
に
よ
る
議
題
提
示
は
、
関
白
が
自
ら
発
議

し
て
議
題
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
次
の
史
料
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
。



【史
料
お
】

『小
右
記
』
長
元
四
（
一
O
三
ニ

年
七
月
十
九
日
条

頭
弁
伝
勅
命
云
、
実
関
白
、
早
可
定
申
仁
王
会
事
者
、
答
廿
五
日
可
定
由
、

こ
れ
は
、
仁
王
会
定
の
議
題
提
示
の
様
子
を
記
し
た
史
料
で
あ
る
が
、

「
勅
命
」

と
い
う
言
葉
の
あ
と
に
注
釈
で
「
実
関
白
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
く

ま
で
も
天
皇
の
意
見
と
い
う
形
態
を
と
り
な
が
ら
も
、
実
は
関
白
が
大
き
な
影
響

力
を
持
っ
て
、
意
思
決
定
に
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
自
体
も
問
題
で
あ
り
、
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
関
白

に
は
議
題
を
提
示
す
る
権
限
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
天
皇
の
勅
と
い
う
形
を
取
ら

な
け
れ
ば
議
題
の
提
示
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
関
白
に
よ
る
議
題
の
提
示
も
、
第
二
章
第

一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

〈
天
皇
l
関
白
↓
諸
卿
（
も
し
く
は
上
卿
）〉

と
い
う
流
れ
の
う
ち

〈関
白
↓
諸
卿
〉

と
い
う
部
分
だ
け
が
史
料
と
し
て
残
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の

平安時代中期の国家意思決定と権力構造〔坂本〕

で
あ
る
。

一
見
関
白
に
よ
る
議
題
の
提
示
と
見
え
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
天
皇

の
勅
が
先
行
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（担）

3
，
内
覧

A
－

B
両
議
定
で
定
め
ら
れ
た
内
容
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
天
皇
に
奏
上
さ
れ
、
そ

の
最
終
決
定
を
仰
ぐ
わ
け
で
あ
る
が
、
関
白
が
内
覧
の
権
限
を
持
っ

て
い
る
場
合
、

そ
の
問
に
関
白
が
入
る
形
に
な
る
。
そ
の
た
め
関
白
に
よ
っ
て
議
定
で
の
結
論
が

査
め
ら
れ
た
り
、

天
皇
の
決
定
権
が
阻
害
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
と

い
う
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。
ま
ず
前
者
の
問
題
に
関
し
て
次
の
史
料
を
見
て
い

，・
2

・肱
g
・，園、

。

＋
J
サ
’
占
C
J
J
L
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【史
料
M
】

『小
右
記
』
治
安
二
（

一
O
一一一

一）
年
四
月
三
日
条

定
文
納
菖
以
行
事
左
中
弁
重
罪
令
奏
、
先
内
覧
、

関
白
云
、
紀
伊
国
先
年
少
々

築
東
大
垣
、
可
改
充
少
破
所
者
、
但
今
日
不
可
改
奏
、
改
定
下
給
者
、

こ
れ
は
、

大
垣
の
修
理
の
国
宛
の
様
子
を
記
し
た
史
料
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に

よ
る
と
、

「
先
内
覧
、
関
白
云
」
の
よ
う
に
、
奏
上
前
に
ま
ず
内
覧
し
た
案
件
に

つ
い
て
関
白
が
意
見
を
述
べ
、
修
正
し
て
い
る
。
こ
の
後
実
際
に
天
皇
に
奏
上
さ

れ
た
内
容
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
断
言
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
諸
卿
な
ど

が
定
め
た
内
容
に
関
し
て
関
白
が
修
正
を
加
え
、
そ
れ
を
奏
上
し
た
た
め
天
皇
の

最
終
決
定
が
影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
関
白
が

（関
自
に
限
ら
な
い
が
）
内
覧
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
国
家
意
思
決
定

に
対
し
て
持
つ
意
味
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
天
皇
が
国
家
意
思
決
定
に
関
し
て
も
つ
意
味
を
考
え
る
上
で
は
、
む
し

ろ
後
者
の
天
皇
の
決
定
権
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
、
先
に
紹
介
し
た
史
科
目
を
も
う

一
度
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
事
例

で
は
、
関
白
の
内
覧
を
経
て
特
に
意
見
が
つ
か
な
か
っ
た

（関
白
の
内
覧
の
様
子
は
記

さ
れ
て
い
な
い
が
、
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
む
し
ろ
修
正
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ

る
）
案
件
に
つ
い
て
、
天
皇
が
意
見
を
述
べ
、
修
正
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仮
に
先

に
内
覧
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
で
天
皇
の
決
定
権
が
阻
害
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
史
料
M
は、

A
－

B
両
議
定
の
も
つ
意
味
の
低
下
や
、
関
白
が
国
家

意
思
決
定
に
対
し
て
持
つ
影
響
力
の
大
き
さ
を
論
じ
る
上
で
は
、
た
し
か
に
重
要
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で
あ
る
。
し
か
し
天
皇
と
の
関
係
で
い
う
な
ら
ば
、
史
料
日
は
、
関
白
が
内
覧
の

過
程
で
ど
の
よ
う
な
修
正
を
加
え
た
と
し
て
も
、
天
皇
は
自
ら
の
意
思
で
そ
れ
を

修
正
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
非
常
に
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
一
言
え

る
。
つ
ま
り
、
国
家
意
思
決
定
に
お
け
る
最
終
決
定
を
下
す
の
は
あ
く
ま
で
も
天

皇
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
関
白
は
天
皇
執
政
開
始
初
期
の
補
助
的
な
役
割
を
除
き
、
閏

家
意
思
決
定
に
対
し
て
制
度
的
に
は
ほ
と
ん
ど
何
の
権
限
も
持
っ
て
い
な
い
と
い

え
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
権
限
を
使
っ
て
介
入
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る

し
、
実
質
的
に
は
天
皇
で
は
な
く
関
白
が
決
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
も
多
々

あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
国
家
意
思
決
定
に
お
け
る
重
要
な
地
位
を
占

め
た
天
皇
が
表
に
立
つ
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
摂
政
と
は
違
い
、
関
白
は
自
ら
の

力
だ
け
で
は
国
家
を
領
導
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（

4
）
小
括

本
章
で
は
天
皇
と
の
関
係
で
、
大
き
く
分
け
て
「
御
前
定
」

・
天
皇
幼
少
期
の

「定」

・
関
自
在
職
時
の
「
定
」
の
三
つ
の
点
に
つ
い
て
議
論
し
て
き
た
。
天
皇

が
国
家
意
思
決
定
過
程
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

前
章
で
検
討
し
た
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
そ
の
よ
う
な
天
皇
の
権

限
は
、
幼
少
期
の
摂
政
に
お
け
る
代
行
以
外
に
は
、
た
と
え
水
面
下
で
さ
ま
ざ
ま

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
く
る
人
々
が
い
る
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
天
皇
自
ら
が
行

使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
よ
う

な
天
皇
の
権
限
は
、
必
ず
し
も
形
式
化
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
天
皇
自
ら
の

意
思
で
権
限
を
行
使
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
も
い
く
つ
も
残
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
国
家
意
思
決
定
に
お
け
る
天
皇
は
、
制
度
的

に
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
も
国
家
意
思
決
定
の
中
心
人
物
と
し

て
一
定
の
地
位
を
占
め
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

最
後
に
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
と
、
問
題
点
・
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
ま

と
め
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
、
国
家
意
思
決
定
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
実
例
を
検
討
し
て
き
た
。

そ
の
中
で
天
皇
・
摂
関
・
院
・
公
卿
・
な
ど
が
、
国
家
意
思
決
定
の
中
で
担
う
役
割

と
い
う
も
の
も
、
わ
ず
か
で
あ
る
が
見
え
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
担
う
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具
体
的
な
役
割
に
つ
い
て
は
、
各
章

・
各
節
ご
と
に
ま
と
め
た
た
め
、
こ
こ
で
は

繰
り
返
さ
な
い
。
た
だ
、
国
家
意
思
は
個
人
の
意
思
だ
け
で
決
定
す
る
こ
と
は
ほ

ぼ
な
く
、
か
な
ら
ず
複
数
の
人
物
の
意
思
が
絡
ま
り
合
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
。

そ
こ
で
、
個
々
の
人
物
の
持
つ
役
割
と
は
別
に
、
こ
れ
ら
の
人
物
が
関
わ
り
あ
っ

て
形
成
さ
れ
る
国
家
意
思
決
定
と
権
力
構
造
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
こ

の
際
、
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
制
度
的
な
役
割
と
実
質
的
な
役
割
の
二

つ
の
側
面
か
ら
、
国
家
意
思
決
定
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

制
度
的
側
面

制
度
的
側
面
で
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り

天
皇
で
あ
る
。
天
皇
は
議
題
提
出
権
と
国
家
意
思
の
最
終
決
定
権
と
い
う
こ
つ
の

独
自
の
権
力
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
権
力
を
、
基
本
的
に
は
天
皇
自
ら
が
笑

質
的
に
行
使
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
天
皇
が
幼
少
の
時
や
病
気
な



ど
、
自
ら
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
に
は
、
他
の
人
が
代
行
す
る
こ

と
は
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
摂
政
は
天
皇
が
幼
少
期
に
は
天
皇
が
国
家
意
思
決
定

に
関
し
て
有
す
る
す
べ
て
の
権
力
を
代
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
関
白
も
就
任

初
期
で
天
皇
が
ま
だ
政
務
に
長
け
て
い
な
い
時
に
、
そ
の
権
力
を

一
部
代
行
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
場
合
以
外
は
、
天
皇
の
み
が
国
家
意
思

決
定
に
お
け
る
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
る
と
、
天
皇
が
い
な
け
れ
ば
議
題
は

提
出
さ
れ
な
い
、

つ
ま
り
そ
の
時
点
で
国
家
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
重
要
案
件
に

つ
い
て
議
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
国
家
意
思
の
最
終
決
定
が
さ
れ
な

け
れ
ば
、
実
質
的
な
行
動
に
移
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
が

い
な
け
れ
ば
基
本
的
に
は
国
家
は
運
営
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

国
家
意
思
決
定
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
制
度
的
な
権
力
と
し
て
は
、
公
卿
に
よ

る
A
議
定
・

B
議
定
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
、
特
に
A
議
定
に
関
し
て
は
、

平安時代中期の国家意思決定と権力構造〔坂本〕

議
定
の
中
で
統
一
見
解
を
出
す
こ
と
も
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
天
皇

が
最
終
決
定
を
下
す
に
当
た
っ
て
の
参
考
意
見
を
提
示
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
天
皇
は
、
基
本
的
に
は
議
定
で
の
決
定
を
尊
重
し

て
決
定
を
下
し
て
は
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
で
も
、
最
終
決
定
を
下
す
の
は
や
は
り

天
皇
で
あ
る
し
、
ま
た
天
皇
が
議
題
提
示
を
し
な
い
限
り
議
定
は
開
け
な
い
。
そ

の
意
味
で、

A
－

B
両
議
定
が
国
家
意
思
決
定
に
対
し
て
果
た
す
役
割
は
無
視
で

き
な
い
も
の
の
、
国
家
意
思
決
定
に
お
け
る
制
度
的
な
役
割
を
考
え
る
上
で
は
、

や
は
り
天
皇
が
も
っ
と
も
大
き
な
権
力
を
持
つ
存
在
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

実
質
的
側
面

次
に
国
家
意
思
決
定
に
お
け
る
実
質
的
な
影
響
に
つ
い
て
見
て

い
き
た
い
。
上
述
の
よ
う
に
、
制
度
的
に
は
天
皇
が
も
っ
と
も
中
心
的
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
裏
で
は
、
摂
関
や
上
脇
公
卿
が
そ
の
地
位

を
利
用
し
た
り
、
密
か
に
相
談
し
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
国
家
意

思
決
定
に
関
与
し
て
い
る
。

具
体
例
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
た
め
重
ね
て
あ
げ
る
こ
と
は
し

な
い
が
、
正
式
な
議
定
が
聞
か
れ
る
前
に
、

一
部
の
公
卿
が
集
ま
っ
て
事
前
に
判

明
し
て
い
る
議
題
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
し
た
り
、
関
白
と
上
臓
の
公
卿
が
二
人

で
密
か
に
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
し
て
い
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
摂
関
や
院
な
ど
が
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
案
や
、
今
度
議
定
が
聞
か
れ
る

予
定
の
議
定
に
つ
い
て
、
事
前
に
自
ら
の
意
見
を
伝
え
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
た

と
え
ば
、
関
白
か
ら
公
卿
に
議
定
の
召
集
を
伝
え
る
際
に
自
分
は
こ
の
よ
う
に
思

事つが、

「定
」
も
行
っ
て
欲
し
い
と
い
う
よ
う
に
、
議
定
の
方
向
性
を
左
右
す
る

よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
い
っ
た
も
の
の
す
べ
て

が
、
最
終
決
定
に
反
映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
議
定
や
天
皇
の

意
見
の
方
向
性
を
決
定
す
る
の
に
関
し
て
、

一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と

は
疑
い
得
な
い
。
こ
の
意
味
で
国
家
意
思
決
定
に
つ
い
て
考
え
る
際
は
、
実
質
的

な
側
面
も
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
影
響
も
基
本
的

に
は
制
度
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
を
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
今
述
べ
た
例
に
つ
い
て
も
、
密
か
に
議
論
し
た
内
容
や
表
明
さ
れ
た
意
見

が
そ
の
ま
ま
決
定
に
至
る
わ
け
で
は
な
く
、

〈
天
皇
に
よ
る
議
題
提
示
↓
諸
卿
に

よ
る
定

（A
－

B
両
議
定
）
↓
天
皇
に
よ
る
最
終
決
定
〉
と
い
う
流
れ
は
き
ち
ん
と
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踏
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
流
れ
に
反
す
る
形
で
影
響
を
及
ぼ
そ

う
と
す
れ
ば
、
た
と
え
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
者
で
あ
っ
て
も
批
判
の
対
象
と
な

る
の
で
あ
る
。

以
上
、
制
度
的
側
面
と
実
質
的
側
面
の
両
方
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
ま
ず
、
国
家
が
き
ち
ん
と
運
営
さ
れ
る
た
め
に
は
天
皇
の
存
在
は
必
須
で
あ

る
と
一雪
守
え
る
。
国
家
意
思
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
議
題
提
示
と
最
終
決
定
と
い

う
二
つ
の
流
れ
は
必
ず
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
天
皇
の
権
限
に

属
す
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
国
家
の
方
向
性
を
実
質
的
に
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
以
外
の

人
の
影
響
が
非
常
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
く
る
。
人
に
よ
っ
て
は
、
天
皇
が
識

題
提
示
や
最
終
決
定
を
下
す
に
当
た
っ
て
、
自
ら
の
意
見
を
反
映
さ
せ
て
い
る
可

能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
真
に
こ
の
時
代
の
権
力
を
担
う
人
達

は
、
制
度
、

つ
ま
り
天
皇
と
定
め
ら
れ
た
議
定
を
う
ま
く
利
用
す
る
こ
と
で
国
家

の
動
き
を
左
右
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
平
安
時
代
中
期
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、

い
く
つ
か

の
点
に
つ
い
て
実
証
し
て
き
た
。
し
か
し
時
代
を
か
な
り
限
定
し
た
た
め
、
前
後

の
時
代
、
特
に
後
に
続
く
院
政
期
と
の
違
い
や
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん

ど
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
の
扱
っ
た
時
代
で
は
、
国
家
意
思
決
定

に
対
し
て
制
度
的
な
役
剖
を
ま
っ
た
く
担
っ
て
い
な
い
と
述
べ
た
院
が
、
院
政
期

に
な
る
と
国
家
の
中
枢
と
し
て
大
き
な
権
力
を
握
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

A 
識

定
も
公
卿
全
員
を
招
集
し
、
天
皇
の
意
思
決
定
に
お
け
る
参
考
意
見
を
提
示
さ
せ

参
加
し
、
実
質
的
な
決
定
を
下
す
、

る
も
の
か
ら
、
特
定
の
公
卿
を
招
集
す
る
と
と
も
に
、
関
白
や
非
参
議
の
人
々
も

い
わ
ゆ
る

B
議
定
に
近
い
形
と
な
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
変
化
の
理
由
や
、
こ
れ
ら
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
も
本
来
で
あ
れ
ば

検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

能
力
が
及
ば
な
か
っ
た
。

今
後
は
本
論
で
明
ら
か
に
し
て
き
た
平
安
時
代
の
権
力
構
造
に
さ
ま
ざ
ま
な
批

研
究
が
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

判
を
加
え
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
こ
の
時
代
を
も
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
た
院
政
期

【註
】

＊
こ
の
論
文
で
は
『
小
右
記
』
司
御
堂
関
白
記
』
に
つ
い
て
は
『
大
日
本
古
記
録
』
を
、

『
権
記
』
に
つ
い
て
は
「
史
料
大
成
」
を
、

『西
宮
記
』
に
つ
い
て
は

『神
道
体
系
」

を
、
そ
れ
ぞ
れ
基
本
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

（1
）
土
田
直
鎖

「摂
関
政
治
に
関
す
る
二
、

三
の
疑
問
」

（
『日
本
史
の
研
究
』

三一二
、

一
九
六
一
年
）

（2
）
橋
本
義
彦
「
摂
関
政
治
論
」
（
『
日
本
歴
史
」
二
四
五
、

一
九
六
八
年
）

（3
）
吉
川
真
司

「摂
関
政
治
の
転
成
」（『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
塙
書
一
一
、
一

九
九
八
年
）

（
4
）
倉
本
一
宏
「
一
条
朝
に
お
け
る
陣
定
に
つ
い
て
｜
摂
関
政
治
像
再
構
築
の
た
め
の

一

試
論
｜
」
（
『
古
代
文
化
』
三
九
｜
七、

一
九
八
七
年
）

（5
）
曽
我
良
成

「王
朝
国
家
期
政
務
研
究
の
現
状
と
課
題
｜
陣
定
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
｜」

（
『歴
史
評
酔咽
」
五
二
五
、一

九
九
四
年
）

（6
）
大
津
透

「摂
関
期
の
陣
定
｜
基
礎
的
考
察
｜
」
（
『
山
梨
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』

四
六
、

一
九
九
六
年
）

（7
）
古
川
真
司
前
掲
舎

（8
）
A
鱗
定
に
は
定
め
る
場
の
違
い
な
ど
に
よ
っ
て
、

に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
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「
陣
定
」
「
殿
上
定
」
な
ど
様
々

「陣
定
」
を
A
議
定
の
典
型
的
な



「
陣
定
」
が
史
料
上
、
も
っ
と
も
開
催
数
の
多
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形
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

い
定
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（9
）
た
だ
し
B
議
定
の
例
と
し
て
少
数
で
は
あ
る
が
、
単
独
で
は
な
く
複
数
の
特
定
公
卿

が
召
集
さ
れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。

（
m）
倉
本
一
宏

前
掲
書

（
日
）
大
津
透
前
掲
舎

（
ロ
）
安
原
功
「
平
安
中
後
期
の
国
家
意
思
決
定
過
程
」
（
『
歴
史
評
論
』
五
五
九
、
一
九

九
六
年
）

（
日
）
佐
々
木
宗
雄
「
王
朝
国
家
期
の
王
権
｜
人
事
決
定
・
政
務
決
裁
の
構
造
」
（
『
文
化

史
学
」
四
五
、

一
九
八
九
年
）

（川崎
）
数
あ
る
儀
式
舎
の
中
で
特
に

『北
山
抄
」
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
筆
者
の
藤
原
公
任

が
、
ち
ょ
う
ど
本
稿
で
取
り
上
げ
る
時
期
に
活
路
し
た
人
物
で
あ
り
、
最
も
時
代
に

即
し
た
検
討
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
以
下
検
討
し
て
い

く
中
で
『
北
山
抄
』
の
み
で
は
不
十
分
な
と
き
ゃ
、
よ
り
適
切
な
記
述
が
あ
る
場
合

は
、
適
宜
他
の
儀
式
沓
も
使
用
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

（日
）
表
4
は
、
特
徴
的
な
例
の
み
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
は
左
大
臣
以
外
が

同
様
に
議
題
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
例
も
多
く
存
在
す
る
。

（日
）
こ
こ
で
は
「
左
府
云
、

・・
・」
と
な
っ
て
い
る
が
、
先
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ

れ
は
天
皇
が
議
題
を
提
示
し
た
も
の
を
左
府
が
受
け
、
諸
卿
に
伝
え
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
議
題
を
提
示
し
て
い
る
の
は
天
皇
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
口
）
そ
の
他

『小
右
記
』
EX
元
五
（
一

O
一
二
二
）
年
八
月
七
日
条
で
も
、
「
事
己
不
軽
」

と
し
て
A
議
定
の
形
で
「
定
」
を
開
催
し
て
い
る
。

（
児
）
し
か
し
一
方
で
、
特
定
の
公
卿
に
参
加
を
要
請
し
た
も
の
の
、
理
由
も
付
さ
れ
ず
、

最
終
的
に
は
要
部
さ
れ
た
公
卿
が
参
加
し
な
か
っ
た
と
い
う
例
も
見
ら
れ
る
。

（m
U
）
認
め
ら
れ
た
例
：
・
「
権
記
』
長
徳
四
（
九
九
人
）
年
九
月
十
九
日
条
他

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
例
・
：

『小
右
記
』
寛
仁
二
（
一

O
一
七
）
年
四
月
五
日
条

（初
）
一

条
天
皇
・
・
・
・
・
五
才
で
即
位
、
十
五
才
ま
で
摂
政
宿
所
で
「
定
」

後
一
条
天
皇
・
・
・七
才
で
即
位
、
十
二
才
ま
で
摂
政
宿
所
で
「
定
」

『
御
堂
関
白
記
」
長
和
四
（
一
O
一
五
）
年
十
月
二
十
一
日
条

他

（幻
）

（幻
）
た
だ
し
、
恒
常
人
事
で
あ
っ
て
も
御
前
で
行
わ
れ
な
い
事
例
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
と
御
前
で
行
わ
れ
る
事
例
と
の
逃
い
に
つ
い
て
は
、
未
だ
検
討
が

及
ん
で
い
な
い
。

（お
）
頼
通
の
関
白
就
任
は
覚
仁
三

（一

O
一
九
）
年
十
二
月
。
た
だ
し
、
寛
仁
四

（一

O

二
O
）
年
一
月
か
ら
八
月
は
、
当
時
の
ほ
ぼ
唯

一
の
史
料
で
あ
る
『
小
右
記
」
が
記

事
を
欠
い
て
い
る
た
め
確
実
性
は
低
下
す
る
と
い
え
る
。

（担
）
内
覧
は
関
白
以
外
の
人
物

（た
と
え
ば
伊
周
や
道
長
）
が
個
々
に
任
命
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
議
定
で
の
決
定
の
奏
上
に
つ
い
て
の
内
覧
の

事
例
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
本
論
文
に
お
い
て
は
関
自
の
国
家
意
思
決

定
に
お
け
る
事
例
の

一
つ
と
し
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

（和
歌
山
県
庁
）
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